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令和５年度政府予算案等状況調書 

 （国の施策及び予算編成等に係る重点要望） 

＜凡例＞  「予算案等の状況」欄  全国枠の金額（単位：億円）である。 

［R3 補］   ＝ 令和３年度補正予算に計上 

［R4 補］  ＝ 令和４年度補正予算に計上 

＊ ＝ 国の予算措置以外の進展 

＋ ＝ 他省庁での予算措置 

内閣官房関係 

重点要望の内容 
予算案等の状況（単位：億円） 

事項 R4当初予算 R5概算要求 R5政府予算案等 

Ⅰ 竹島の領土権の早期確立〔総務部・教育委員会〕 

衆参両院本会議で採択された「李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関す

る発言に抗議する決議（平成２４年８月）」及び「竹島の領土権の早期確立に関す

る請願（平成１８年６月）」を踏まえ、次の事項について早期の具体化を図るこ

と。 

（１）政府において、国民世論の啓発や国際社会への情報発信などを積極的に展

開すること。また、竹島問題をはじめ領土問題の国民への理解浸透を図るた

め、全国各地で啓発展示等を実施すること。 

（２）竹島に関する研究機関を設置するなど研究体制を強化し、調査や資料の収

集・保存、竹島問題をはじめ領土問題の若手研究者の育成などを積極的に展

開すること。また、島根県が実施する竹島問題の調査・研究について必要な

支援を行うこと。 

・領土・主権内外発信推進経費 

＋政府の重要施策等に関する

広報（国際） 

＋領土保全対策 
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33 

 

11 

4 

37 

 

11 

4 

32 

 

11 
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（３）領土権の早期確立に向け、国際司法裁判所への単独提訴を含め外交交渉の

新たな展開を図ること。 

（４）国民世論の啓発のために、政府主催による「竹島の日」式典の開催や「竹

島の日」の閣議決定を行うこと。 

（５）竹島問題や国境離島に関する啓発施設を隠岐の島町に設置すること。 

（６）近年、竹島関連資料が新たに発見されていることから、参考資料やそれを

活用した事例を取りまとめたＷｅｂページの充実、児童生徒用教材や教師用

指導資料の作成・配付等により、学校教育において、竹島問題が正しく積極

的に取り扱われるよう取組を強めること。 

Ⅱ 地方創生・人口減少対策の推進〔政策企画局・総務部・地域振興部〕 

１ 地方分散政策の推進 

人口減少を克服するためには、大都市部、特に東京への一極集中を是正する

必要があるため、出生率が低い大都市部から、子育てがしやすく出生率が高い

地方部へ、人、企業、政府関係機関などの分散を進める政策を更に強力に、か

つ、粘り強く推進すること。 
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２ 地方創生に向けた地方行財政の充実強化 

（１）地方創生推進交付金については、デジタル田園都市国家構想交付金に再編

された後も、対象経費や申請時期の制約を緩和するなど、創意工夫をしなが

ら柔軟に活用できる継続的な制度とするとともに、その規模について、一層

の拡大を図ること。 

また、デジタルの力によらない従来の地方創生の取組についても、引き続

き同交付金において支援を行うこと。 

さらに、その交付金に係る地方の財政負担については、自治体が着実に執

行することができるよう、引き続き、「まち・ひと・しごと創生事業費」と

は別に、地方財政措置を確実に講じること。 

（２）「まち・ひと・しごと創生事業費」について、地方創生・人口減少の克服に

向けて今後も継続し、拡充すること。 

 

 

（３）特に深刻な人口減少と高齢化が進む過疎地域や、他の地域に比して生活環

境が不便である辺地においては、依然として様々な課題を抱えており、引き

続き、地方創生のための施策を十分に展開できるよう、過疎対策事業債・辺

地対策事業債の必要額の確保を図ること。 

また、産業振興や雇用の創出などにつながるソフト事業に係る過疎対策事

業債については、地域のニーズに応じて発行限度額の更なる弾力的な運用を

図ること。 

 

 

 

＋地方創生推進交付金 

＋デジタル田園都市国家構想

交付金 

 

 

 

 

 

 

＊地方財政計画 

まち・ひと・しごと創生 

事業費 

地方創生推進費（仮称） 

 

＊地方債計画 

過疎対策事業債 

辺地対策事業債 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

－ 

 

 

5,200 

530 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

1,200 

＋事項要求 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

－ 

 

 

5,200 

530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

1,000 

［R4補］800 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

10,000 

 

 

5,400 

540 
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３ 地域の実情に応じた支援策の推進 

（１）「小さな拠点づくり」を中心とする中山間地域・離島対策については、買い

物などの生活機能や生活交通の確保、産業の振興などに取り組み、地域社会

を維持することが必要である。 

国においては十分な予算を確保するとともに、持続的な地域運営が図られ

るよう、地域の実情を踏まえた支援策を講じること。 

（２）デジタル田園都市国家構想の実現に向け創設された「デジタル田園都市国

家構想推進交付金」について、構想の実現に向けては、試行錯誤を繰り返し、

各種施策の取組を進めることが重要であることから、デジタル実装前の実証

に向けた取組も対象にするなど地域の実情を踏まえて柔軟に活用できる制

度として継続するとともに、十分な予算を確保すること。 

（３）産業や生活等の質を高める第５世代移動通信システム（５Ｇ）の地方への

速やかな導入に向け、都市と地方の基盤整備に格差が生じないよう、基地局

の整備について、通信事業者に対する技術的・財政的支援や共有化の促進な

どを図ること。 

併せて、５Ｇを活用した地域社会の課題解決や地域経済の活性化に向けた

地方の取組に対する技術的助言や財政措置など総合的な支援を継続するこ

と。 

（４）行政手続きオンライン化の推進や情報システム等の共同利用の推進等の自

治体デジタルトランスフォーメーションの推進にあたっては、小規模自治体

においても住民に対して十分な行政サービスの提供が行えるよう、情報シス

テムの維持管理・更新等への必要な財政措置及びデジタル人材の確保等への

総合的な支援を行うこと。 

 

 

 

＋過疎地域等集落ネットワー

ク圏形成支援事業 

＋農山漁村振興交付金 

 

 

＋「小さな拠点」を核とした「ふ

るさと集落生活圏」形成推進

事業 

＋デジタル田園都市国家構想

推進交付金 

＋デジタル田園都市国家構想

交付金［再掲］ 

＋地域デジタル基盤活用推進

事業 

 

 

 

＋デジタル基盤改革支援補助

金 

＊地方財政計画 

地域デジタル社会推進費 

 

4 

 

98 

（上記の内数） 

 

1 

 

 

[R3補]200 

 

－ 

 

－ 

 

 

 

 

[R3補]317 

 

 

2,000 

 

 

4 

 

138 

（上記の内数） 

 

－ 

 

 

－ 

 

1,200 

＋事項要求 

10 

 

 

 

 

－ 

 

 

2,000 

 

 

 

4 

 

91 

（上記の内数） 

[R4補]14 

－ 

 

 

－ 

 

1,000 

［R4補］800 

1 

［R4補］20 

 

 

 

 

－ 

 

 

2,500 
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Ⅲ 経済連携協定・自由貿易協定への対応等〔政策企画局〕 

ＴＰＰ１１や日米貿易協定といった経済連携協定・自由貿易協定については、

国の責任において、引き続き、正確な説明や情報発信に努め、農林水産業をはじ

めとした各産業分野の関係者の不安や懸念を払拭することに万全を期すこと。 

また、地域の特性に応じた取組を着実に実施していくための予算を十分に確保

し、引き続き必要となる施策を実施すること。 

＋ＴＰＰ等関連施策大綱実現

に向けた施策 

540 

[R3補]3,245 

－ 401 

［R4補］3,050 

Ⅳ ＩＣＴを利用した医療機関と介護施設の連携の推進〔健康福祉部〕 

医療・介護情報連携ネットワークシステムは、在宅医療の推進や地域包括ケア

システムを構築していく上で重要なものであり、特に中山間地域や離島を抱える

本県においては、効率的・効果的な医療・介護の連携強化とサービス提供に不可

欠である。このため、ＩＣＴを利用した各医療機関と介護施設の連携の効果をよ

り発揮するため、国において次の対応を行うこと。 

（１）医療機関・介護施設の負担軽減を図り、より一層の参加を促すため、医療・

介護情報連携ネットワークシステムの維持管理にかかる利用料について、診

療報酬の拡充や介護報酬での措置など、所要の財源措置を行うこと。 

（２）医療・介護情報連携ネットワークを全国規模で展開できるシステム整備の

検討にあたっては、現在、地域単位で独自に整備・運用されているシステム

との連携を十分に踏まえるとともに、医療機関や介護事業所の負担軽減が図

られるものとなるよう十分に配慮すること。 

 

 

 

 

＋地域医療介護総合確保基金 

（医療分） 

751 751 751 
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Ⅴ 外国人の受入環境の整備と地域との共生の推進〔環境生活部・教育委員会〕 

県内企業の人手不足などを背景として、外国人住民の受入れや定住化が進んで

おり、外国人住民を地域における生活者として受入れる地方自治体においては、

社会保障、教育、防災など様々な面で支援策を講じる必要があり、その負担が増

大することが懸念される。国は「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策

及び充実策」を取りまとめ、政府一丸となって包括的に推進していくこととされ

ているが、地域での外国人住民の受入れにあたり、「言葉」の障壁の解消や、日常

生活のサポートやそれらを担う人材の育成・確保など、地方の実状を踏まえた対

応策が必要となっている。このため、国は地方自治体等の意見を踏まえた制度の

拡充や運用の見直しに取り組むとともに、必要な財政措置を講じ、次の事項を早

急に実施すること。 

（１）外国人住民が自立した生活を送り地域と共生するためには、一定の日本語

能力を習得する必要があることから、全ての外国人住民に対し日常生活に必

要なレベルの日本語を習得できる仕組みを公的に整備すること。 

（２）各種の情報提供について、多言語化など、外国人が必要な情報にアクセス

できる環境整備を図ること。また、災害等の緊急時には、迅速に外国人へ情

報伝達できる仕組みを構築すること。 

（３）地方自治体が外国人の受入実態を的確に把握し、今後の対応策を検討でき

るよう、国が持つ市町村別の在留統計や外国人雇用状況等の情報を地方自治

体と共有すること。 

（４）地方自治体が多文化共生社会の推進のために実施する取組に対し、必要な

財政措置を行うこと。 

 

 

 

＋地域日本語教育の総合的な

体制づくり推進事業 

＋外国人受入環境整備交付金 
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（５）急速な外国人世帯の増加により、日本語指導が必要な外国人の児童生徒が

急増していることから、日本語指導を行う教員の定数措置基準の引き下げ等

教員配置の充実を図ること。 

また、日本語指導が必要な外国人児童生徒の学習支援や生活への適応支援

を充実するため、母語の分かる相談員や支援員の配置等に対する財政措置の

拡大を図ること。 

＋帰国・外国人児童生徒等に対

するきめ細かな支援事業 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

Ⅵ 北朝鮮への対応〔防災部〕 

北朝鮮は、令和３年９月以降、複数回にわたり弾道ミサイル等を日本海に向け

発射している。弾道ミサイル発射等は、操業する漁船などの船舶や航行中の航空

機への被害など、不測の事態を発生させる恐れがあることから、引き続き北朝鮮

の行動等を注視し、万全の対応を講じること。 

－    

 

Ⅶ 原子力発電所に対する武力攻撃対策〔防災部〕 

１ ロシア軍がウクライナの原子力発電所に対する砲撃を行ったが、他国の領土

や主権の侵害は何の利益も生まず、自らの国益を大きく毀損するとの認識を国

際社会において確立することこそが、最大の抑止力となる。ついては、国にお

いて、国際社会と協調した経済制裁措置の実施など、外交等を通じて毅然とし

て対処すること。 

２ 原子力発電所への武力攻撃などが懸念されるような事態となった場合には、

国は、国民保護法に基づき、原子力事業者に対し運転停止を命ずるなど、迅速

に対応すること。 

また、突発的な武力攻撃の発生に備え、原子力事業者が、特に緊急を要する

場合には国からの命令を待たず直ちに運転を停止できるよう、国は、平時から

事業者の体制の確認・徹底を指導すること。 

 

－    
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３ 万が一、原子力発電所に対するミサイル攻撃等が行われるような事態になっ

た場合に、迅速に対応できるよう、自衛隊による迎撃態勢及び部隊の配備に万

全を期すこと。 
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内閣府関係 

重点要望の内容 
予算案等の状況（単位：億円） 

事項 R4当初予算 R5概算要求 R5政府予算案等 

Ⅰ 竹島の領土権の早期確立〔総務部〕 

衆参両院本会議で採択された「李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関す

る発言に抗議する決議（平成２４年８月）」及び「竹島の領土権の早期確立に関す

る請願（平成１８年６月）」を踏まえ、次の事項について早期の具体化を図るこ

と。 

（１）政府において、国民世論の啓発や国際社会への情報発信などを積極的に展

開すること。また、竹島問題をはじめ領土問題の国民への理解浸透を図るた

め、全国各地で啓発展示等を実施すること。 

（２）竹島に関する研究機関を設置するなど研究体制を強化し、調査や資料の収

集・保存、竹島問題をはじめ領土問題の若手研究者の育成などを積極的に展

開すること。また、島根県が実施する竹島問題の調査・研究について必要な

支援を行うこと。 

（３）領土権の早期確立に向け、国際司法裁判所への単独提訴を含め外交交渉の

新たな展開を図ること。 

（４）国民世論の啓発のために、政府主催による「竹島の日」式典の開催や「竹

島の日」の閣議決定を行うこと。 

（５）竹島問題や国境離島に関する啓発施設を隠岐の島町に設置すること。 

 

 

 

 

＋領土・主権内外発信推進経

費［再掲］ 

・政府の重要施策等に関する 

広報（国際）［再掲］ 

＋領土保全対策［再掲］ 

4 

 

33 

 

11 

4 

 

37 

 

11 

4 

 

32 

 

11 
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Ⅱ 地方創生・人口減少対策の推進〔政策企画局・総務部・地域振興部〕 

１ 地方創生推進交付金については、デジタル田園都市国家構想交付金に再編さ

れた後も、対象経費や申請時期の制約を緩和するなど、創意工夫をしながら柔

軟に活用できる継続的な制度とするとともに、その規模について、一層の拡大

を図ること。 

また、デジタルの力によらない従来の地方創生の取組についても、引き続き

同交付金において支援を行うこと。 

さらに、その交付金に係る地方の財政負担については、自治体が着実に執行

することができるよう、引き続き、「まち・ひと・しごと創生事業費」とは別

に、地方財政措置を確実に講じること。 

２ デジタル田園都市国家構想の実現に向け創設された「デジタル田園都市国家

構想推進交付金」について、構想の実現に向けては、試行錯誤を繰り返し、各

種施策の取組を進めることが重要であることから、デジタル実装前の実証に向

けた取組も対象にするなど地域の実情を踏まえて柔軟に活用できる制度とし

て継続するとともに、十分な予算を確保すること。 

３ 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

に基づき設立された特定地域づくり事業協同組合について、その運営が円滑に

進むよう、支援の拡充や制度の周知を図ること。 

 

・地方創生推進交付金［再掲］ 

・デジタル田園都市国家構想

推進交付金［再掲］ 

・デジタル田園都市国家構想

交付金［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特定地域づくり事業推進交

付金 

 

 

1,000 

[R3補]200 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

－ 

－ 

 

1,200 

＋事項要求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

－ 

－ 

 

1,000 

[R4補]800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Ⅲ 国と地方の適切な役割分担と財源措置〔政策企画局〕 

１ 地方からの事務・権限の移譲等に係る提案を真摯に検討し、今後も着実に推

進するとともに、社会資本整備や財政力の地域間格差に配慮するなど適切な財

源措置を行うこと。 

 

 

－    
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２ 道州制の議論に対しては、様々な懸念や意見が出されている。 

特に、道州制は、国から地方へ事務と財源を再配分することが必要になるが、

現在は国・地方を通じた巨額の財政赤字が続く状況にあることから、まずは財

政の健全化を進め、その見通しが立つ段階で検討を進めることが適切である。 

国においては、これらの懸念や意見を踏まえ、慎重に対応すること。 

Ⅳ 原子力発電所の防災対策の強化〔防災部・健康福祉部・警察本部〕 

１ 昨年、関係府省庁、立地・周辺自治体で構成する島根地域原子力防災協議会

において島根地域全体の避難計画である緊急時対応がまとめられ、内閣総理大

臣を議長とする原子力防災会議において了承されたところであるが、今後も原

子力防災訓練等を通じた確認や、計画の具体化・充実化を継続して進めること

が必要であり、自治体が進める避難計画の住民への周知や、要配慮者対策、避

難先や移動手段の確保、国の実動組織の支援等について、引き続き必要な支援・

協力を行うこと。 

２ 県が計画的に進めている、避難退域時検査、緊急時モニタリング、避難所等

で必要となる資機材、安定ヨウ素剤及び円滑な避難を確保するための施設等の

整備・維持・更新等について、国は必要な財政支援を行うこと。 

また、原子力災害対策事業費補助金等の支援制度を拡充し、立地・周辺自治

体が万が一行政機能を移転せざるを得ない場合の移転先における必要な資機

材等の整備などについて、新たに補助対象に加えること。 

３ 地方自治体の原子力安全・防災対策に従事する職員人件費など必要な経費に

ついて財政措置を講じること。 

 

 

 

・原子力発電施設等緊急時安

全対策交付金 

・原子力災害時避難円滑化モ

デル実証事業 

 

 

 

 

・放射線監視等交付金 

95 

 

5 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

161 

 

－ 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

－ 

 

 

 

 

 

60 
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Ⅴ 防災対策の強化〔総務部・防災部〕 

１ 災害から生命、身体及び財産を守り、社会生活・地域経済の安定を図るため、

防災分野の人材育成、建物・構造物等の耐震化、ソーシャルメディア等を活用

した災害情報伝達手段の研究と整備、情報通信基盤の強化など、地域防災力の

向上に必要なハード、ソフト対策を推進すること。 

２ 被災者の生活再建や被災住宅の復旧を迅速に進めるため、既存の被災者生活

再建支援制度が適用されない被害に対しても、新たな財政支援措置など、更に

改善を進めること。また、短期間に複数回被災した世帯の負担を軽減するため、

支援額を加算するなど、支援の拡充を行うこと。 

３ 国土強靱化を着実に推進するため、緊急防災・減災事業の恒久化、対象事業

の拡大など、必要な予算を安定的・継続的に確保すること。 

４ 火山災害から人命を守るため、監視・観測体制の強化を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊地方債計画 

緊急防災・減災事業債 

＋大規模地震災害・火山災害に

備えた監視体制の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

1 

 

Ⅵ 少子化対策・子育て支援の充実〔政策企画局・健康福祉部〕 

１ 保育環境の充実 

人口減少・少子化が進展する地域においても、幼児期の教育や保育等の事業

の「量の確保」と「質の改善」が確実に実施できるよう、事業継続が可能な財

政支援の充実を図るとともに、以下のとおり必要な対策を講じること。 

（１）各保育所に配置基準以上の保育士が配置されている実態を踏まえ、保育士

や事務職員配置の充実や処遇改善等を図るため、地域の実情に応じて、運営

費単価・加算措置の充実を図ること。 

 

 

＋保育の受け皿整備・保育人材

の確保等 

 

・総合的な子育て支援 

 

・教育・保育など現場で働く

方々の収入の引上げ 

 

 

 

955 

 

 

32,553 

 

[R3補]899 

 

 

 

 

1,008 

＋事項要求 

 

33,557 

＋事項要求 

 

－ 

 

 

 

 

757 

[R4補]619 

 

34,130 

[R4補]1,920 

 

34,130 

[R4補]1,920 

（上記の内数） 
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（２）配慮の必要な子どもに対応するため、健康管理を行う看護師、栄養士、調

理員等の配置を充実するために必要な財源の拡充を図ること。 

（３）中山間地域・離島においては、保育所の利用児童数の減少が進む中、保育

所等は地域に欠くことのできない機能であり、こうした地域においても安定

的な施設運営を継続できるよう必要な財源措置を図ること。 

（４）処遇改善や保育料軽減、幼児教育・保育の無償化など制度充実に伴い、制

度運用が複雑化し、保育所や市町村の事務負担が増大しているため、市町村

等の意見を聞き、制度の簡素化など改善を図ること。 

（５）企業主導型保育事業について、地域の保育の需給状況に応じた設置ができ、

また保育の質を確保するため、市町村が関与できる仕組みとすること。 

（６）保育所等の体制整備を図った上で、０歳から２歳の全ての子どもを幼児教

育・保育の無償化の対象とすること。 

（７）認定こども園に配置される保育教諭養成のため、保育士資格及び幼稚園教

諭免許の両方を集中的・効率的に取得できるよう、制度を改善すること。 

（８）保育士修学資金貸付については貸付実績が伸びており、今後貸付原資が不

足する。保育人材確保を更に進めるため、修学資金等の貸付原資を確保する

こと。 

２ 放課後児童クラブの充実 

子どもの健全育成に資する放課後の居場所を確保し、仕事と子育てを両立す

るための子育て環境整備を更に進めるため、放課後児童クラブの支援の拡充を

図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・総合的な子育て支援［再掲］ 

 

 

・教育・保育など現場で働く

方々の収入の引上げ［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,553 

 

 

[R3補]899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,557 

＋事項要求 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,130 

[R4補]1,920 

 

34,130 

[R4補]1,920 

（上記の内数） 
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（１）子ども・子育て支援施設整備交付金の補助基準額の増額、社会福祉法人等

が整備する場合の補助率の拡大、改修や修繕にも対応できるよう整備区分の

拡充 

（２）利用時間延長、支援員の処遇改善などの加算措置要件の緩和や地域の実情

に即した制度の運用 

（３）支援員認定資格研修に係る受講要件の緩和 

（４）みなし支援員に係る財源措置の延長 

（５）人員配置の参酌化に伴う財政支援の充実及び参酌化事例の拡充 

（６）運営改善努力が反映され、将来の運営体制充実に資する支援方式の検討 

（７）保育所等が放課後児童クラブの運営に参入することを促進するための支援

の拡充 

３ 結婚支援の充実 

未婚化・晩婚化により少子化の進行や人口減少の深刻さが増す中で、結婚支

援の充実に向け、地方が地域事情にあった効果的な取組が行えるよう、事業実

施に必要な予算を継続的かつ確実に措置すること。 

とりわけ地域少子化対策重点推進交付金については、システム等運営費の３

年ルール要件や結婚新生活支援事業の年齢要件などの制約を緩和し、地方が柔

軟に活用できる制度とするとともに、その規模について、一層の拡大を図るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域少子化対策重点推進交

付金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

[R3補]30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

［R4補］90 
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４ 女性活躍の推進 

職業生活における女性の活躍を推進するため、地域女性活躍推進交付金につ

いて、地域の実情にあった取組が効果的、かつ、継続的に実施できるよう、交

付要件を緩和し、十分な予算を確保すること。 

 

 

・地域女性活躍推進交付金 

 

 

5 

[R3補]5 

 

10 

 

 

3 

［R4補］7 

Ⅶ 有人国境離島法に基づく地域の保全と支援制度等の拡充〔地域振興部〕 

隠岐地域において、「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係

る地域社会の維持に関する特別措置法」に基づき、我が国の領海、排他的経済水

域等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持するため、国の機関の設

置、社会基盤の整備などの施策を講じること。 

また、同法に基づく施策を円滑に実施できるよう、特定有人国境離島地域社会

維持推進交付金等の支援制度の充実を図るとともに、地域社会の維持を図るため

の十分な予算の確保と地方財政措置を講じること。 

特に、航路・航空路運賃の低廉化の対象者の拡充と、物資等の輸送コストの低

廉化支援の対象の拡充を行うこと。 

・特定有人国境離島地域社会

維持推進交付金 

＋離島活性化交付金 

 

＋特定有人国境離島漁村支援

交付金 

50 

[R3補]5 

13 

[R3補]3 

15 

（上記の内数） 

59 

 

16 

 

15 

（上記の内数） 

50 

［R4補］2 

11 

［R4補］5 

15 

（上記の内数） 

Ⅷ 民法の成年年齢引き下げに対応した消費者教育の推進〔環境生活部〕    

  民法改正による成年年齢引き下げ後に増加が懸念される若者の消費者被害を防

止し、自主的かつ合理的に社会の一員として行動する自立した消費者を育成する

ため、地方消費者行政強化交付金等による若年者消費者教育の長期的かつ安定的

な支援制度を確立すること。 

・地方消費者行政強化交付金 18 

[R3補]14 

30 18 

［R4補］20 
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デジタル庁関係 

重点要望の内容 
予算案等の状況（単位：億円） 

事項 R4当初予算 R5概算要求 R5政府予算案等 

Ⅰ 地方創生・人口減少対策の推進〔地域振興部〕 

１ 地域の実情に応じた支援策の推進 

（１）デジタル田園都市国家構想の実現に向け創設された「デジタル田園都市国

家構想推進交付金」について、構想の実現に向けては、試行錯誤を繰り返し、

各種施策の取組を進めることが重要であることから、デジタル実装前の実証

に向けた取組も対象にするなど地域の実情を踏まえて柔軟に活用できる制

度として継続するとともに、十分な予算を確保すること。 

（２）産業や生活等の質を高める第５世代移動通信システム（５Ｇ）の地方への

速やかな導入に向け、都市と地方の基盤整備に格差が生じないよう、基地局

の整備について、通信事業者に対する技術的・財政的支援や共有化の促進な

どを図ること。 

併せて、５Ｇを活用した地域社会の課題解決や地域経済の活性化に向けた

地方の取組に対する技術的助言や財政措置など総合的な支援を継続するこ

と。 

（３）行政手続きオンライン化の推進や情報システム等の共同利用の推進等の自

治体デジタルトランスフォーメーションの推進にあたっては、小規模自治体

においても住民に対して十分な行政サービスの提供が行えるよう、情報シス

テムの維持管理・更新等への必要な財政措置及びデジタル人材の確保等への

総合的な支援を行うこと。 

 

 

 

 

＋デジタル田園都市国家構想

推進交付金［再掲］ 

＋デジタル田園都市国家構想

交付金［再掲］ 

 

＋地域デジタル基盤活用推進

事業［再掲］ 

 

 

 

 

 

＋デジタル基盤改革支援補助

金［再掲］ 

＊地方財政計画 

地域デジタル社会推進費 

［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

[R3補]200 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

[R3補]317 

 

 

2,000 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

1,200 

＋事項要求 

 

10 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

2,000 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

1,000 

［R4補］800 

 

1 

［R4補］20 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

2,500 
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Ⅱ 旅券事務の電子申請化の推進〔環境生活部〕 

外務省デジタル・ガバメント中長期計画では、利用者の利便性向上及び行政運

営の効率化を達成することを目的として、令和４年度以降、旅券の電子申請の導

入を目指すこととされている。 

電子申請の導入はこれまでの申請手続を大きく変更することであり、この変更

により旅券の申請者や法定受託事務を執行する都道府県及び旅券事務の権限が

委譲された市町村の負担が増大することがないよう次の事項について十分考慮

した制度設計を行うこと。 

（１）申請者の利便性の向上を図るため、デジタル化に不慣れな者でもわかりや

すいシステム設計とすること。 

（２）電子申請化にあたり、都道府県及び旅券事務の権限委譲を受けた市町村に

おいて機器設置費用等の新たな財政的負担が生じることのないよう国にお

いて必要な財源を確保するとともに、事務的負担が増えないようにするこ

と。 

 

＋デジタル・ガバメントの推

進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

［R4補］19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 学校における教育体制の充実〔教育委員会〕 

新学習指導要領実施に向け、ＩＣＴを活用した教育の推進のため、ＩＣＴ環境

の整備充実等が確実に進められるよう、次の事項を実施すること。 

（１）高等学校及び特別支援学校高等部においても、ＩＣＴを活用した学びを保

障するため、情報端末の１人１台整備に必要な財政措置を講ずること。 

（２）端末整備後のランニングコスト、通信料、ソフトウエア等に係る経費負担

について十分に財政措置すること。 

 

＋ＧＩＧＡスクール構想の着

実な推進と学校ＤＸの加速 

 

40 152 33 

[R4補]91 
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（３）家庭にインターネット環境がない児童生徒に対し、モバイルルータの貸与

や通信費等の支援を充実強化の上継続して行えるよう、必要な財源を確保す

ること。 

（４）１人１台端末整備の進捗等を踏まえ、ＩＣＴ活用教育に係る教員研修の充

実やＩＣＴ支援員の配置などＩＣＴの導入・運用に係る財政支援を拡充する

こと。 

（５）市町村が単独で設置する場合のＧＩＧＡスクール運営支援センターに対す

る財政支援を継続すること。 

Ⅳ ＩＣＴを利用した医療機関と介護施設の連携の推進〔健康福祉部〕 

医療・介護情報連携ネットワークシステムは、在宅医療の推進や地域包括ケア

システムを構築していく上で重要なものであり、特に中山間地域や離島を抱える

本県においては、効率的・効果的な医療・介護の連携強化とサービス提供に不可

欠である。このため、ＩＣＴを利用した各医療機関と介護施設の連携の効果をよ

り発揮するため、国において次の対応を行うこと。 

（１）医療機関・介護施設の負担軽減を図り、より一層の参加を促すため、医療・

介護情報連携ネットワークシステムの維持管理にかかる利用料について、診

療報酬の拡充や介護報酬での措置など、所要の財源措置を行うこと。 

（２）医療・介護情報連携ネットワークを全国規模で展開できるシステム整備の

検討にあたっては、現在、地域単位で独自に整備・運用されているシステム

との連携を十分に踏まえるとともに、医療機関や介護事業所の負担軽減が図

られるものとなるよう十分に配慮すること。 

 

＋地域医療確保総合確保基金 

（医療分）［再掲］ 

751 751 751 
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Ⅴ 国民健康保険制度の安定運営〔健康福祉部〕 

１ オンライン資格確認導入に対する財政措置等 

マイナンバーカードの利用促進に向け、オンライン資格確認の導入が進めら

れているが、費用負担にかかる制度設計等について地方の意見を充分に反映す

ること。 

（１）国は、マイナンバーカードの健康保険証利用について引き続き医療機関、

市町村等の関係機関に対して十分な説明を行うこと。また、政府広報をはじ

め様々な広報媒体を用いて、国民に対して分かりやすい普及啓発を行うこ

と。 

（２）オンライン資格確認等システムの運営負担金は、保険者が負担することと

されているが、システム導入効果がただちに事務費の縮減につながらないこ

とから、国が負担する、または、適切な地方財政措置をすること。 

＋医療保険分野における番号

制度の利活用推進 

 

3 － － 
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総務省関係 

重点要望の内容 
予算案等の状況（単位：億円） 

事項 R4当初予算 R5概算要求 R5政府予算案等 

Ⅰ 地方行財政の充実強化 

〔政策企画局・総務部・防災部・地域振興部・農林水産部・土木部〕 

１ 地方財源の確保 

（１）令和５年度の地方財政対策においては、社会保障費などの需要額の増加や

人口減少地域における産業振興・雇用対策のための財政需要を適切に積算

し、安定的な財政運営に必要な地方一般財源の総額を確保すること。また、

増大する臨時財政対策債の元利償還金を別枠で措置することや地方の財政

需要に応じた地方交付税法定率の引き上げにより、必要な地方交付税の総額

を確保すること。 

（２）地方交付税の配分については、令和２年度に創設された「地域社会再生事

業費」を継続するなど、財政力の弱い団体においても必要かつ十分な対策が

実施できるよう十分に配慮した方法とすること。 

（３）臨時財政対策債については、発行総額を抑制するとともに、引き続き財政

力の弱い団体へ配慮した算定方法とすること。 

（４）令和元年１０月の消費税の引上げに伴い拡充された地方消費税について

は、引き続き、地方消費税に係る基準財政収入額へ１００％算入するととも

に、社会保障制度の機能強化や機能維持等に係る地方負担については、その

全額を基準財政需要額に算入すること。また、各団体において、引上げ分の

地方消費税収と社会保障施策に要する経費の対応関係が明確になるよう、地

方消費税の清算基準の見直しを検討すること。 

 

 

 

＊地方財政計画 

地方交付税 

臨時財政対策債 

 

地方一般財源 

（交付団体ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180,538 

17,805 

 

620,135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181,931 

13,000 

程度 

622,000 

程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183,611 

9,946 

 

621,635 
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（５）国土強靱化を着実に推進するため、緊急防災・減災事業の恒久化、対象事

業の拡大など、必要な予算を安定的・継続的に確保すること。 

（６）道路や河川等の公共土木施設や農林水産関連基盤施設などの長寿命化に向

け、点検・修繕・更新を適切かつ確実に進めるため、引き続き、これらの地

方負担分に対する財政措置の充実を図ること。 

（７）鋼製構造物の塗膜に低濃度ＰＣＢ廃棄物を含有している公共土木施設につ

いて、期限内の処理を確実に行うため、塗膜の除去、処分及び再塗装等に必

要な対策費用の助成制度を国において創設すること。 

（８）市町村分の地方交付税の交付額の算定については、人口密度が低く、可住

地が分散している団体へ更に配慮した方法に見直すこと。 

２ 国と地方の適切な役割分担と財源措置 

地方からの事務・権限の移譲等に係る提案を真摯に検討し、今後も着実に推

進するとともに、社会資本整備や財政力の地域間格差に配慮するなど適切な

財源措置を行うこと。 

＊地方債計画 

緊急防災・減災事業債［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

5,000 

 

5,000 

 

 

 

Ⅱ 地方創生・人口減少対策の推進〔政策企画局・総務部・地域振興部〕 

１ 地方分散政策の推進 

人口減少を克服するためには、大都市部、特に東京への一極集中を是正する

必要があるため、出生率が低い大都市部から、子育てがしやすく出生率が高い

地方部へ、人、企業、政府関係機関などの分散を進める政策を更に強力に、か

つ、粘り強く推進すること。 
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２ 地方創生に向けた地方行財政の充実強化 

（１）地方創生推進交付金については、デジタル田園都市国家構想交付金に再編

された後も、対象経費や申請時期の制約を緩和するなど、創意工夫をしなが

ら柔軟に活用できる継続的な制度とするとともに、その規模について、一層

の拡大を図ること。 

また、デジタルの力によらない従来の地方創生の取組についても、引き続

き同交付金において支援を行うこと。 

さらに、その交付金に係る地方の財政負担については、自治体が着実に執

行することができるよう、引き続き、「まち・ひと・しごと創生事業費」と

は別に、地方財政措置を確実に講じること。 

（２）「まち・ひと・しごと創生事業費」について、地方創生・人口減少の克服

に向けて今後も継続し、拡充すること。 

 

３ 地域の実情に応じた支援策の推進 

（１）「小さな拠点づくり」を中心とする中山間地域・離島対策については、買

い物などの生活機能や生活交通の確保、産業の振興などに取り組み、地域社

会を維持することが必要である。 

国においては十分な予算を確保するとともに、持続的な地域運営が図ら

れるよう、地域の実情を踏まえた支援策を講じること。 

 

 

 

 

 

＋地方創生推進交付金［再掲］ 

＋デジタル田園都市国家構想

交付金［再掲］ 

 

 

 

 

 

＊地方財政計画 

まち・ひと・しごと創生 

事業費［再掲］ 

地方創生推進費（仮称）［再

掲］ 

 

・過疎地域等集落ネットワーク

圏形成支援事業［再掲］ 

＋農山漁村振興交付金［再掲］ 

 

 

＋「小さな拠点」を核とした「ふ

るさと集落生活圏」形成推進

事業［再掲］ 

 

 

 

 

1,000 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

－ 

 

 

4 

 

98 

（上記の内数） 

 

1 

 

 

 

 

 

 

－ 

1,200 

＋事項要求 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

－ 

 

 

4 

 

138 

（上記の内数） 

 

0 

 

 

 

 

 

 

－ 

1,000 

［R4補］800 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

10,000 

 

 

4 

 

91 

（上記の内数） 

［R4補］14 

－ 
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（２）鉄道、バス・タクシー、離島航路など、地域住民の日常生活を支える地域

公共交通を確保するための支援を拡充強化すること。 

また、生活交通に係る国の支援制度は、バスを前提としたものであるた

め、タクシー利用助成など地域の実情に応じた多様な運行形態への転換に

対応できるような仕組みに見直すこと。 

 

（３）地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

に基づき設立された特定地域づくり事業協同組合について、その運営が円滑

に進むよう、支援の拡充や制度の周知を図ること。 

（４）産業や生活等の質を高める第５世代移動通信システム（５Ｇ）の地方への

速やかな導入に向け、都市と地方の基盤整備に格差が生じないよう、基地局

の整備について、通信事業者に対する技術的・財政的支援や共有化の促進な

どを図ること。 

併せて、５Ｇを活用した地域社会の課題解決や地域経済の活性化に向け

た地方の取組に対する技術的助言や財政措置など総合的な支援を継続する

こと。 

（５）行政手続きオンライン化の推進や情報システム等の共同利用の推進等の自

治体デジタルトランスフォーメーションの推進にあたっては、小規模自治体

においても住民に対して十分な行政サービスの提供が行えるよう、情報シス

テムの維持管理・更新等への必要な財政措置及びデジタル人材の確保等への

総合的な支援を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

・特定地域づくり事業推進交付

金［再掲］ 

 

・地域デジタル基盤活用推進事

業［再掲］ 

 

 

 

・デジタル基盤改革支援補助

金［再掲］ 

＊地方財政計画 

地域デジタル社会推進費 

［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

[R3補]317 

 

 

2,000 

 

 

 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

2,000 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

1 

［R4補］20 

 

 

 

 

－ 

 

 

2,500 
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４ Ｕターン・Iターンの推進に向けた支援の拡充 

（１）地方への移住を進める上で重要な受入側の県・市町村が、相談から移住後

のフォローアップまで責任を持って対応できる体制の整備について、引き続

き必要な予算の確保を行うこと。 

（２）人口減少や高齢化により、管理されずに放置される空き家の増加が顕著と

なっているため、Ｕターン・Ｉターンなどの地域活性化につながる空き家の

利活用に対して支援を拡充すること。 

（３）子育て支援や子どもの健やかな成長に資するほか、地域の絆を強める効用

等が期待できる「多世代同居・近居」を促進するため、地方独自の取組に対

して支援を行うこと。 

Ⅲ 離島・過疎地域への支援〔地域振興部・健康福祉部〕 

１ 有人国境離島法に基づく支援制度の拡充 

隠岐地域において、「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に

係る地域社会の維持に関する特別措置法」に基づく施策を円滑に実施できる

よう、支援制度の充実を図るとともに、地域社会の維持を図るための十分な予

算の確保と地方財政措置を講じること。 

特に、航路・航空路運賃の低廉化の対象者の拡充と、物資等の輸送コストの

低廉化支援の対象の拡充を行うこと。 

 

 

 

 

＋特定有人国境離島地域社会

維持推進交付金［再掲］ 

＋離島活性化交付金［再掲］ 

 

＋特定有人国境離島漁村支援

交付金［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

[R3補]5 

13 

[R3補]3 

15 

（上記の内数） 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 

16 

 

15 

（上記の内数） 

 

 

 

 

 

 

 

50 

［R4補］2 

11 

［R4補］5 

15 

（上記の内数） 
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２ 過疎対策事業債・辺地対策事業債の拡充 

特に深刻な人口減少と高齢化が進む過疎地域や、他の地域に比して生活環

境が不便である辺地においては、依然として様々な課題を抱えており、引き続

き、地方創生のための施策を十分に展開できるよう、過疎対策事業債・辺地対

策事業債の必要額の確保を図ること。 

また、産業振興や雇用の創出などにつながるソフト事業に係る過疎対策事

業債については、地域のニーズに応じて発行限度額の更なる弾力的な運用を

図ること。 

３ 過疎地における公立・公的病院に対する財政支援の充実 

地域包括ケアシステムの担い手として、その業務範囲が拡大する過疎地の公

立・公的病院について、医師・看護職員の確保、処遇の充実、従事環境の整備

等の十分な取組が行えるよう、財源措置の充実を図ること。 

４ 離島振興法の延長・拡充 

令和４年度末に期限が到来する離島振興法を延長・拡充し、引き続き、離島

に係る総合的な対策を推進すること。 

新法においては、生活物資等の輸送コストの低廉化による物価高の是正等の、

本土との格差是正に向けた支援を拡充すること。 

 

＊地方債計画 

 過疎対策事業債［再掲］ 

 辺地対策事業債［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,200 

530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,200 

530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,400 

540 

Ⅳ 国民健康保険制度の安定運営〔健康福祉部〕 

平成３０年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、 

３，４００億円の公費が投入されたが、引き続き、国の責任において国民健康保

険制度の抱える構造的な問題の抜本的な解消に向け、今後の医療費の増嵩に耐え

うる持続可能な制度を構築すること。 

＋国民健康保険への財政支援 

 

 

 

3,145 

 

 

3,145 

 

2,951 
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１ 財政安定化基金の拡充 

財政安定化基金については全国で２，０００億円規模（うち島根県９．４億

円）が措置されているが、今後も大幅な給付費増等に対応するため、更なる規

模の拡大を行うこと。 

２ 子育て世帯等の負担軽減への支援 

（１）地方公共団体が独自に行う子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国庫

負担金の減額措置については、未就学児に限らず、全て廃止するとともに、

重度心身障害者医療費助成等に係る減額調整措置についても廃止すること。 

（２）子どもに係る均等割保険料の軽減措置については、令和４年度から導入さ

れたところであるが、対象となる子どもの範囲は未就学児に限定され、その

軽減額も５割とされているので、対象範囲と軽減額について更に拡充を行う

とともに、国定率負担割合の引き上げ等様々な財政支援の方策を講じるこ

と。 

Ⅴ ＩＣＴを利用した医療機関と介護施設の連携の推進〔健康福祉部〕 

医療・介護情報連携ネットワークシステムは、在宅医療の推進や地域包括ケア

システムを構築していく上で重要なものであり、特に中山間地域や離島を抱える

本県においては、効率的・効果的な医療・介護の連携強化とサービス提供に不可

欠である。このため、ＩＣＴを利用した各医療機関と介護施設の連携の効果をよ

り発揮するため、国において次の対応を行うこと。 

（１）医療機関・介護施設の負担軽減を図り、より一層の参加を促すため、医療・

介護情報連携ネットワークシステムの維持管理にかかる利用料について、診

療報酬の拡充や介護報酬での措置など、所要の財源措置を行うこと。 

 

 

＋地域医療介護総合確保基金 

（医療分）［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751 

 

 

751 

 

 

751 
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（２）医療・介護情報連携ネットワークを全国規模で展開できるシステム整備の

検討にあたっては、現在、地域単位で独自に整備・運用されているシステム

との連携を十分に踏まえるとともに、医療機関や介護事業所の負担軽減が図

られるものとなるよう十分に配慮すること。 

Ⅵ 外国人の受入環境の整備と地域との共生の推進〔環境生活部〕 

１ 外国人住民が自立した生活を送り地域と共生するためには、一定の日本語能

力を習得する必要があることから、全ての外国人住民に対し日常生活に必要な

レベルの日本語を習得できる仕組みを公的に整備すること。 

２ 各種の情報提供について、多言語化など、外国人が必要な情報にアクセスで

きる環境整備を図ること。また、災害等の緊急時には、迅速に外国人へ情報伝

達できる仕組みを構築すること。 

３ 地方自治体が多文化共生社会の推進のために実施する取組に対し、必要な財

政措置を行うこと。 

 

＋地域日本語教育の総合的な

体制づくり推進事業［再掲］ 

 

＋外国人受入環境整備交付金

［再掲] 

 

 

 

5 

 

 

11 

 

 

7 

 

 

11 

 

 

6 

 

 

11 

Ⅶ 合区制度の抜本的解消〔政策企画局〕 

参議院選挙において導入された合区制度については、地方創生・人口減少対策

などの国政の重要課題の解決において地方の実情を届けるため、合区の固定化や

対象地域が拡大することがないよう、抜本的に解消すること。 

－    
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法務省関係 

重点要望の内容 
予算案等の状況（単位：億円） 

事項 R4当初予算 R5概算要求 R5政府予算案等 

Ⅰ 外国人の受入環境の整備と地域との共生の推進〔環境生活部・教育委員会〕 

県内企業の人手不足などを背景として、外国人住民の受入れや定住化が進んで

おり、外国人住民を地域における生活者として受入れる地方自治体においては、

社会保障、教育、防災など様々な面で支援策を講じる必要があり、その負担が増

大することが懸念される。国は「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策

及び充実策」を取りまとめ、政府一丸となって包括的に推進していくこととされ

ているが、地域での外国人住民の受入れにあたり、「言葉」の障壁の解消や、日常

生活のサポートやそれらを担う人材の育成・確保など、地方の実状を踏まえた対

応策が必要となっている。このため、国は地方自治体等の意見を踏まえた制度の

拡充や運用の見直しに取り組むとともに、必要な財政措置を講じ、次の事項を早

急に実施すること。 

（１）外国人住民が自立した生活を送り地域と共生するためには、一定の日本語

能力を習得する必要があることから、全ての外国人住民に対し日常生活に必

要なレベルの日本語を習得できる仕組みを公的に整備すること。 

（２）各種の情報提供について、多言語化など、外国人が必要な情報にアクセス

できる環境整備を図ること。また、災害等の緊急時には、迅速に外国人へ情

報伝達できる仕組みを構築すること。 

（３）地方自治体が外国人の受入実態を的確に把握し、今後の対応策を検討でき

るよう、国が持つ市町村別の在留統計や外国人雇用状況等の情報を地方自治

体と共有すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＋地域日本語教育の総合的

な体制づくり推進事業 

［再掲］ 

・外国人受入環境整備交付 

 金［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

11 
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（４）地方自治体が多文化共生社会の推進のために実施する取組に対し、必要な

財政措置を行うこと。 

（５）急速な外国人世帯の増加により、日本語指導が必要な外国人の児童生徒が

急増していることから、日本語指導を行う教員の定数措置基準の引き下げ等

教員配置の充実を図ること。 

また、日本語指導が必要な外国人児童生徒の学習支援や生活への適応支援

を充実するため、母語の分かる相談員や支援員の配置等に対する財政措置の

拡大を図ること。 

 

 

＋帰国・外国人児童生徒等

に対するきめ細かな支援

事業［再掲］ 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

Ⅱ 地方空港活性化のためのＣＩＱ体制の整備・充実〔地域振興部〕 

  訪日外国人の円滑な受入れと地方空港の活性化のため、国際便の運航にあたっ

ての税関、出入国管理、検疫体制を整備・充実すること。 

－ 
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外務省関係 

重点要望の内容 
予算案等の状況（単位：億円） 

事項 R4当初予算 R5概算要求 R5政府予算案等 

Ⅰ 竹島の領土権の早期確立〔総務部〕 

衆参両院本会議で採択された「李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関す

る発言に抗議する決議（平成２４年８月）」及び「竹島の領土権の早期確立に関す

る請願（平成１８年６月）」を踏まえ、次の事項について早期の具体化を図るこ

と。 

（１）政府において、国民世論の啓発や国際社会への情報発信などを積極的に展

開すること。また、竹島問題をはじめ領土問題の国民への理解浸透を図るた

め、全国各地で啓発展示等を実施すること。 

（２）竹島に関する研究機関を設置するなど研究体制を強化し、調査や資料の収

集・保存、竹島問題をはじめ領土問題の若手研究者の育成などを積極的に展

開すること。また、島根県が実施する竹島問題の調査・研究について必要な

支援を行うこと。 

（３）領土権の早期確立に向け、国際司法裁判所への単独提訴を含め外交交渉の

新たな展開を図ること。 

（４）国民世論の啓発のために、政府主催による「竹島の日」式典の開催や「竹

島の日」の閣議決定を行うこと。 

（５）竹島問題や国境離島に関する啓発施設を隠岐の島町に設置すること。 

 

 

 

＋領土・主権内外発信推進経費

［再掲］ 

＋政府の重要施策等に関する 

広報（国際）［再掲］ 

・領土保全対策［再掲］ 

 

4 

 

33 

 

11 

4 

 

37 

 

11 

4 

 

32 

 

11 
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Ⅱ 地域住民に被害を及ぼす米軍機による飛行訓練の中止等〔防災部〕 

１ 関係機関への中止の要請等 

住民の平穏な生活を乱すような米軍機による飛行訓練が行われないよう、米

軍関係当局に対し、更に強力な対応を行うこと。 

２ 国による実態把握と実態の伝達等 

（１）飛行訓練による住民からの苦情が多い地域の実態調査を早期に実施し、客

観的なデータをもって飛行訓練の実態を明らかにするとともに、被害の解消

に向けた具体的な取組を示すこと。 

また、実態把握を速やかに行うため、地方がやむを得ず騒音測定器等を設

置する場合には、国は適切な財源措置を講じること。 

（２）現在実施されている飛行訓練の実態について、米国側において正確に認識

されるよう、引き続き地方公共団体からの要請内容や苦情件数などを米国側

に具体的に伝えること。 

３ 飛行訓練に係る情報開示 

住民の不安を軽減するため、米国側との事前調整の実態を明らかにし、訓練

予定日や訓練内容について、県や地元自治体に情報を提供すること。 

４ 住民負担の軽減等 

（１）住民からの訴えや地方公共団体からの要請に対する政府の対応状況、この

対応に対する米国側の反応などについて、飛行訓練に係る政府の認識ととも

に、住民や地方公共団体に対して説明すること。 

 

－ 
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（２）飛行訓練による騒音被害が解消されるまでの間、住民の騒音や安全性に対

する不安などを軽減するため、学校等の防音対策などの必要な措置を速やか

に講じること。 

（３）飛行訓練によって生じる負担が一部地域の住民に偏らないよう、政府にお

いて、十分調整して対応すること。 

 ５ 国と地方の協議 

米軍機の飛行訓練による諸問題について、引き続き、国、県及び関係市町で

協議する場を設けること。 

Ⅲ 旅券事務の電子申請化の推進〔環境生活部〕 

外務省デジタル・ガバメント中長期計画では、利用者の利便性向上及び行政運

営の効率化を達成することを目的として、令和４年度以降、旅券の電子申請の導

入を目指すこととされている。 

電子申請の導入はこれまでの申請手続を大きく変更することであり、この変更

により旅券の申請者や法定受託事務を執行する都道府県及び旅券事務の権限が

委譲された市町村の負担が増大することがないよう次の事項について十分考慮

した制度設計を行うこと。 

（１）申請者の利便性の向上を図るため、デジタル化に不慣れな者でもわかりや

すいシステム設計とすること。 

（２）電子申請化にあたり、都道府県及び旅券事務の権限委譲を受けた市町村に

おいて機器設置費用等の新たな財政的負担が生じることのないよう国にお

いて必要な財源を確保するとともに、事務的負担が増えないようにするこ

と。 

・デジタル・ガバメントの推進 

［再掲］ 

46 

 

46 

 

42 

［R4補］19 



- 33 - 

 

Ⅳ 原子力発電所に対する武力攻撃対策〔防災部〕 

ロシア軍がウクライナの原子力発電所に対する砲撃を行ったが、他国の領土や

主権の侵害は何の利益も生まず、自らの国益を大きく毀損するとの認識を国際社

会において確立することこそが、最大の抑止力となる。ついては、国において、

国際社会と協調した経済制裁措置の実施など、外交等を通じて毅然として対処す

ること。 

－    
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財務省関係 

重点要望の内容 
予算案等の状況（単位：億円） 

事項 R4当初予算 R5概算要求 R5政府予算案等 

Ⅰ 地方行財政の充実強化 

〔政策企画局・総務部・防災部・地域振興部・農林水産部・土木部〕 

１ 地方財源の確保 

（１）令和５年度の地方財政対策においては、社会保障費などの需要額の増加や

人口減少地域における産業振興・雇用対策のための財政需要を適切に積算

し、安定的な財政運営に必要な地方一般財源の総額を確保すること。また、

増大する臨時財政対策債の元利償還金を別枠で措置することや地方の財政

需要に応じた地方交付税法定率の引き上げにより、必要な地方交付税の総額

を確保すること。 

（２）地方交付税の配分については、令和２年度に創設された「地域社会再生事

業費」を継続するなど、財政力の弱い団体においても必要かつ十分な対策が

実施できるよう十分に配慮した方法とすること。 

（３）臨時財政対策債については、発行総額を抑制するとともに、引き続き財政

力の弱い団体へ配慮した算定方法とすること。 

（４）国土強靱化を着実に推進するため、緊急防災・減災事業の恒久化、対象事

業の拡大など、必要な予算を安定的・継続的に確保すること。 

（５）道路や河川等の公共土木施設や農林水産関連基盤施設などの長寿命化に向

け、点検・修繕・更新を適切かつ確実に進めるため、引き続き、これらの地

方負担分に対する財政措置の充実を図ること。 

（６）市町村分の地方交付税の交付額の算定については、人口密度が低く、可住

地が分散している団体へ更に配慮した方法に見直すこと。 

 

 

 

＊地方財政計画 

地方交付税［再掲］ 

臨時財政対策債［再掲］ 

 

地方一般財源 

（交付団体ベース）［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

＊地方債計画 

緊急防災・減災事業債［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180,538 

17,805 

 

620,135 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181,931 

13,000 

程度 

622,000 

程度 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183,611 

9,946 

 

621,635 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 
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２ 地方創生に向けた地方行財政の充実強化 

（１）地方創生推進交付金については、デジタル田園都市国家構想交付金に再編

された後も、対象経費や申請時期の制約を緩和するなど、創意工夫をしなが

ら柔軟に活用できる継続的な制度とするとともに、その規模について、一層

の拡大を図ること。 

また、デジタルの力によらない従来の地方創生の取組についても、引き続

き同交付金において支援を行うこと。 

さらに、その交付金に係る地方の財政負担については、自治体が着実に執

行することができるよう、引き続き、「まち・ひと・しごと創生事業費」と

は別に、地方財政措置を確実に講じること。 

（２）「まち・ひと・しごと創生事業費」について、地方創生・人口減少の克服に

向けて今後も継続し、拡充すること。 

３ 国と地方の適切な役割分担と財源措置 

地方からの事務・権限の移譲等に係る提案を真摯に検討し、今後も着実に推

進するとともに、社会資本整備や財政力の地域間格差に配慮するなど適切な財

源措置を行うこと。 

 

＋地方創生推進交付金［再掲］ 

＋デジタル田園都市国家構想

交付金［再掲］ 

 

 

 

 

 

＊地方財政計画 

まち・ひと・しごと創生 

事業費［再掲］ 

地方創生推進費（仮称）

［再掲］ 

 

 

 

1,000 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

－ 

 

 

 

－ 

1,200 

＋事項要求 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

－ 

 

 

－ 

1,000 

［R4補］800 

 

 

 

 

 

－ 

 

10,000 

 

 

 

Ⅱ 消費税の引上げに伴う影響への対応〔政策企画局・健康福祉部・病院局〕 

１ 令和元年１０月の消費税の引上げに伴い拡充された地方消費税については、

引き続き、地方消費税に係る基準財政収入額へ１００％算入するとともに、社

会保障制度の機能強化や機能維持等に係る地方負担については、その全額を基

準財政需要額に算入すること。また、各団体において、引上げ分の地方消費税

収と社会保障施策に要する経費の対応関係が明確になるよう、地方消費税の清

算基準の見直しを検討すること。 

－ 
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２ 令和元年１０月の消費税の引上げに関する、医療機関の控除対象外消費税の

取扱いについては、診療報酬の配点方法を精緻化することにより、医療機関種

別の補てんのばらつきを是正することとなったが、補てんのばらつきが適切に

是正されたかどうか精査が必要な状況。実際の補てん状況の調査を実施し、必

要に応じて診療報酬の配点方法の見直しを行うなど、医療機関の経営に影響が

生じないよう、次期改定に向けて適切に対応すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 国民健康保険制度の安定運営〔健康福祉部〕 

平成３０年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、 

３，４００億円の公費が投入されたが、引き続き、国の責任において国民健康保

険制度の抱える構造的な問題の抜本的な解消に向け、今後の医療費の増嵩に耐え

うる持続可能な制度を構築すること。 

１ 財政安定化基金の拡充 

財政安定化基金については全国で２，０００億円規模（うち島根県９．４億

円）が措置されているが、今後も大幅な給付費増等に対応するため、更なる規

模の拡大を行うこと。 

２ 子育て世帯等の負担軽減への支援 

（１）地方公共団体が独自に行う子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国庫

負担金の減額措置については、未就学児に限らず、全て廃止するとともに、

重度心身障害者医療費助成等に係る減額調整措置についても廃止すること。 

（２）子どもに係る均等割保険料の軽減措置については、令和４年度から導入さ

れたところであるが、対象となる子どもの範囲は未就学児に限定され、その

軽減額も５割とされているので、対象範囲と軽減額について更に拡充を行う

とともに、国定率負担割合の引き上げ等様々な財政支援の方策を講じるこ

と。 

＋国民健康保険への財政支援

［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,145 

 

 

 

 

 

3,145 

 

 

 

 

2,951 
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Ⅳ 学校における教育体制の充実〔教育委員会〕 

１ 小中学校での諸課題が複雑化・困難化する中、教育の機会均等と水準の維持

向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の対象となる教職員定数の総数（基

礎定数及び加配定数）を十分に確保すること。特に、「公立義務教育諸学校の

学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」改正に基づく小学校の３５人学

級編制については、様々な課題への対応に必要不可欠な加配定数を削減するこ

となく、安定的な財源によって措置すること。 

２ 児童生徒一人一人に対するきめ細かな指導の充実を図る観点から、小学校の

３５人学級編制を着実に進めるとともに、中学校の全ての学年にも３５人学級

編制を導入すること。 

３ 新たに導入された小学校の教科担任制加配及び英語専科指導加配について、

小規模校が点在する本県では一律の時間要件を満たすことが困難であるため、

加配教員が受け持つ授業時間数の緩和を行い、地域の実情に合わせた柔軟な配

置を可能とすること。また、英語専科指導加配について、人材確保が困難な地

域にあっては資格要件を緩和し、高い指導力を有すると教育委員会が認める教

員の活用を可能とすること。 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 地方空港活性化のためのＣＩＱ体制の整備・充実〔地域振興部〕 

 訪日外国人の円滑な受入れと地方空港の活性化のため、国際便の運航にあたっ

ての税関、出入国管理、検疫体制を整備・充実すること。 

 

 

 

 

－ 
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Ⅵ 原子力発電所に対する武力攻撃対策〔防災部〕 

ロシア軍がウクライナの原子力発電所に対する砲撃を行ったが、他国の領土や

主権の侵害は何の利益も生まず、自らの国益を大きく毀損するとの認識を国際社

会において確立することこそが、最大の抑止力となる。ついては、国において、国

際社会と協調した経済制裁措置の実施など、外交等を通じて毅然として対処する

こと。 

－    
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文部科学省関係 

重点要望の内容 
予算案等の状況（単位：億円） 

事項 R4当初予算 R5概算要求 R5政府予算案等 

Ⅰ 学校教育における竹島の指導〔教育委員会〕 

竹島に関する学習は、学習指導要領に明記されており、全国の子どもが竹島問

題を正しく理解することが極めて重要である。近年、竹島関連資料が新たに発見

されていることから、参考資料やそれを活用した事例を取りまとめたＷｅｂペー

ジの充実、児童生徒用教材や教師用指導資料の作成・配付等により、学校教育に

おいて、竹島問題が正しく積極的に取り扱われるよう取組を強めること。 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 学校における教育体制の充実〔教育委員会〕 

１ 小中学校での諸課題が複雑化・困難化する中、教育の機会均等と水準の維持

向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の対象となる教職員定数の総数（基

礎定数及び加配定数）を十分に確保すること。特に、「公立義務教育諸学校の学

級編制及び教職員定数の標準に関する法律」改正に基づく小学校の３５人学級

編制については、様々な課題への対応に必要不可欠な加配定数を削減すること

なく、安定的な財源によって措置すること。 

２ 児童生徒一人一人に対するきめ細かな指導の充実を図る観点から、小学校の

３５人学級編制を着実に進めるとともに、中学校の全ての学年にも３５人学級

編制を導入すること。 

 

 

 

 

 

・少人数によるきめ細かな指

導体制の計画的な整備等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,216 
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３ 新たに導入された小学校の教科担任制加配及び英語専科指導加配について、

小規模校が点在する本県では一律の時間要件を満たすことが困難であるため、

加配教員が受け持つ授業時間数の緩和を行い、地域の実情に合わせた柔軟な配

置を可能とすること。また、英語専科指導加配について、人材確保が困難な地

域にあっては資格要件を緩和し、高い指導力を有すると教育委員会が認める教

員の活用を可能とすること。 

４ 特別支援教育を充実させるため、次の事項を実施すること。 

（１）現行の特別支援学級の学級編制（１学級８人）では、複数学年での学級編

制となることが多く、特に学年が離れている場合にはそれぞれの学年に応じ

たきめ細かな指導が困難な状況にあるため、例えば、低学年と高学年に分け

て特別支援学級の学級編制基準を定めるなどの見直しを行うこと。 

（２）同学年であっても、個々の障がいに応じた複数の教育課程による授業を行

う必要があり、現行の基準では教員の負担が大きく、きめ細かな指導が困難

な状況にあるため、１学級当たりの人数をより少なくすること。 

（３）小中学校の通級指導に関して、本県の中山間地域・離島においては、小規

模の学校が広範囲に点在しており、巡回指導に伴う学校間の移動にかなりの

時間を要するため、対象児童生徒の人数だけでなく、地理的条件も十分に加

味した加配を行うこと。 

（４）高等学校の通級指導に関しては、県内全域の生徒を対象にした指導が継続

できるよう、現在の定数を維持すること。 

５ 現在、学校司書は１２学級以上の規模を有する高等学校に定数配置されてい

るが、１２学級未満の高等学校、特別支援学校及び小中学校にも定数で措置す

ること。 
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６ 急速な外国人世帯の増加により、日本語指導が必要な外国人の児童生徒が急

増していることから、日本語指導を行う教員の定数措置基準の引き下げ等教員

配置の充実を図ること。 

また、日本語指導が必要な外国人児童生徒の学習支援や生活への適応支援を

充実するため、母語の分かる相談員や支援員の配置等に対する財政措置の拡大

を図ること。 

７ 働き方改革と教育の質の向上の実現のために、教員業務支援員（スクール・

サポート・スタッフ）、部活動指導員及び学習指導員の配置について、支援を拡

充すること。 

８ 部活動の地域移行については、学校現場や地域の受け皿、指導者の確保等の

状況に応じて柔軟に進められるよう地域の実情に応じた実施を尊重するとと

もに、地域移行に伴う新たな費用負担については、確実に財政措置を行うこと。 

また、地域移行が困難な場合や高等学校においては、地域の多様な人材を有

効活用して、部活動の指導を行う教員を支援するとともに、将来的に部活動指

導員として単独指導ができる人材の育成に資するため、教員とともに指導に当

たる指導者（仮称：地域部活動指導者）の配置に関する財政支援を行うこと。 

９ 新学習指導要領実施に向け、ＩＣＴを活用した教育の推進のため、ＩＣＴ環

境の整備充実等が確実に進められるよう、次の事項を実施すること。 

（１）高等学校及び特別支援学校高等部においても、ＩＣＴを活用した学びを保

障するため、情報端末の１人１台整備に必要な財政措置を講ずること。 

（２）端末整備後のランニングコスト、通信料、ソフトウエア等に係る経費負担

について十分に財政措置すること。 

（３）家庭にインターネット環境がない児童生徒に対し、モバイルルータの貸与

や通信費等の支援を充実強化の上継続して行えるよう、必要な財源を確保す

ること。 

・帰国・外国人児童生徒等に対

するきめ細かな支援事業

［再掲］ 

 

 

 

・補習等のための指導員等派

遣事業 

 

・部活動の地域連携や地域ス

ポーツ・⽂化クラブ活動移行

に向けた環境の⼀体的な整

備 

 

 

 

・ＧＩＧＡスクール構想の着

実な推進と学校ＤＸの加速 

［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

84 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

153 

 

118 

 

 

 

 

152 

 

10 

 

 

 

 

 

91 

 

 

28 

[R4補]19 

 

 

 

 

 

33 

[R4補]91 
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（４）１人１台端末整備の進捗等を踏まえ、ＩＣＴ活用教育に係る教員研修の充

実やＩＣＴ支援員の配置などＩＣＴの導入・運用に係る財政支援を拡充する

こと。 

（５）市町村が単独で設置する場合のＧＩＧＡスクール運営支援センターに対す

る財政支援を継続すること。 

 

 

 

Ⅲ 地域と高等学校の連携・協働の推進〔教育委員会〕 

「社会に開かれた教育課程」の実現や地域振興の核としての高等学校の機能強

化に向け、地域と高等学校の連携・協働体制の一層の充実を図る必要がある。 

ついては、次代の担い手の育成・確保を図る観点から、地域と高等学校の連携・

協働を強力に推進・支援するため、企画・調整等を専属で行う主幹教諭や、探究

的な学習における地域調整等ができる実習助手の配置が可能となるよう教職員

定数の加配を行うこと。 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 家庭の経済事情に左右されない教育機会の保障〔教育委員会〕 

１ 貧困による教育格差の解消を目的とした教員定数の加配措置を大幅に拡充

すること。 

２ 高校教育段階における教育費負担を軽減する観点から、低所得者世帯を対象

とした奨学のための給付金制度の更なる充実を図ること。 

また、家計が急変した世帯への弾力的な支援やオンライン学習に必要な通信

費への支援などを継続すること。 

 

 

 

・高校生等奨学給付金 

 

 

 

 

 

151 

 

 

 

 

 

162 

 

 

 

 

 

 

148 

 

 

Ⅴ 子ども・子育て支援新制度における施策の充実〔健康福祉部〕 

１ 保育所等の体制整備を図った上で、０歳から２歳の全ての子どもを幼児教

育・保育の無償化の対象とすること。 

 

－ 
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２ 認定こども園に配置される保育教諭養成のため、保育士資格及び幼稚園教諭

免許の両方を集中的・効率的に取得できるよう、制度を改善すること。 

Ⅵ 大学によるへき地医療支援の促進〔健康福祉部〕 

過疎地域における医師不足の改善が図られるよう、厚生労働省と連携し、大学

によるへき地医療支援体制を強化すること。 

（１）地域の病院は大学からの医師派遣に大きく依存している。地域に必要な常

勤医師の派遣など、大学医学部が建学の基本理念である地域医療の維持・向

上に寄与することができるよう、国立大学法人制度のあり方も含め効果的な

仕組みを構築すること。 

（２）地域医療に求められている、総合的に患者を診る能力を持つ医師を養成す

るため、教育体制の強化を図ること。 

（３）医学部臨時定員枠について、国は全国の相対的な医師偏在状況の観点で調

整しようとしているが、地域の実情を踏まえ、現在の枠を継続すること。 

・ポストコロナ時代の医療人

材養成拠点形成事業 

 

 

 

 

 

 

8 8 － 

Ⅶ 「社会教育士」養成のための要件緩和〔教育委員会〕 

「社会教育士」として多様な人材が活躍できるよう、経験を要する業務の範囲

を拡大するなど、受講資格の要件を緩和すること。 

－    

Ⅷ 世界文化遺産の保全管理の充実〔教育委員会〕 

世界文化遺産に登録された資産の保全と、我が国の文化財保護全体の充実を図

るために、新たな法律の制定や文化財保護法の改正などその方策を検討するこ

と。 

 

－ 
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Ⅸ 国立三瓶青少年交流の家の国営存続〔教育委員会〕 

中国地方における青少年の交流や体験活動の拠点施設である国立三瓶青少年

交流の家について、国営で存続させること。 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅹ 外国人の受入環境の整備と地域との共生の推進〔環境生活部〕 

外国人住民が自立した生活を送り地域と共生するためには、一定の日本語能力

を習得する必要があることから、全ての外国人住民に対し日常生活に必要なレベ

ルの日本語を習得できる仕組みを公的に整備すること。 

・地域日本語教育の総合的な

体制づくり推進事業［再掲］ 

 

 

5 

 

7 

 

6 

Ⅺ 隠岐ユネスコ世界ジオパークの活動推進〔環境生活部〕 

隠岐ユネスコ世界ジオパークへの誘客を促進するため、以下の対策を講じるこ

と。 

（１）ジオパークの知名度向上のため、日本ジオパークネットワークと連携を強

化し、国内外へ向けた情報発信を行うこと。 

（２）世界ジオパーク認定地域の活動の底上げを図るため、構成自治体でのジオ

パーク活動の取組に対する財政支援制度を創設すること。 

－ 

 

   

Ⅻ 離島振興法の延長・拡充〔地域振興部〕 

令和４年度末に期限が到来する離島振興法を延長・拡充し、引き続き、離島に

係る総合的な対策を推進すること。 

新法においては、生活物資等の輸送コストの低廉化による物価高の是正等の、

本土との格差是正に向けた支援を拡充すること。 

－    
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厚生労働省関係 

重点要望の内容 
予算案等の状況（単位：億円） 

事項 R4当初予算 R5概算要求 R5政府予算案等 

Ⅰ 少子化対策・子育て支援の充実〔健康福祉部〕 

１ 保育環境の充実 

人口減少・少子化が進展する地域においても、幼児期の教育や保育等の事業

の「量の確保」と「質の改善」が確実に実施できるよう、事業継続が可能な財

政支援の充実を図るとともに、以下のとおり必要な対策を講じること。 

（１）各保育所に配置基準以上の保育士が配置されている実態を踏まえ、保育士

や事務職員配置の充実や処遇改善等を図るため、地域の実情に応じて、運営

費単価・加算措置の充実を図ること。 

（２）配慮の必要な子どもに対応するため、健康管理を行う看護師、栄養士、調

理員等の配置を充実するために必要な財源の拡充を図ること。 

（３）中山間地域・離島においては、保育所の利用児童数の減少が進む中、保育

所等は地域に欠くことのできない機能であり、こうした地域においても安

定的な施設運営を継続できるよう必要な財源措置を図ること。 

（４）処遇改善や保育料軽減、幼児教育・保育の無償化など制度充実に伴い、制

度運用が複雑化し、保育所や市町村の事務負担が増大しているため、市町村

等の意見を聞き、制度の簡素化など改善を図ること。 

（５）企業主導型保育事業について、地域の保育の需給状況に応じた設置がで

き、また保育の質を確保するため、市町村が関与できる仕組みとすること。 

（６）保育所等の体制整備を図った上で、０歳から２歳の全ての子どもを幼児教

育・保育の無償化の対象とすること。 

 

・保育の受け皿整備・保育人材

の確保等［再掲］ 

 

＋総合的な子育て支援［再掲］ 

 

 

＋教育・保育など現場で働く

方々の収入の引上げ［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

955 

 

 

32,553 

 

[R3補]899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,008 

＋事項要求 

 

33,557 

＋事項要求 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

757 

[R4補]619 

 

34,130 

[R4補]1,920 

 

34,130 

[R4補]1,920 

（上記の内数） 
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（７）認定こども園に配置される保育教諭養成のため、保育士資格及び幼稚園教

諭免許の両方を集中的・効率的に取得できるよう、制度を改善すること。 

（８）保育士修学資金貸付については貸付実績が伸びており、今後貸付原資が不

足する。保育人材確保を更に進めるため、修学資金等の貸付原資を確保する

こと。 

２ 放課後児童クラブの充実 

子どもの健全育成に資する放課後の居場所を確保し、仕事と子育てを両立

するための子育て環境整備を更に進めるため、放課後児童クラブの支援の拡

充を図ること。 

（１）子ども・子育て支援施設整備交付金の補助基準額の増額、社会福祉法人等

が整備する場合の補助率の拡大、改修や修繕にも対応できるよう整備区分

の拡充 

（２）利用時間延長、支援員の処遇改善などの加算措置要件の緩和や地域の実情

に即した制度の運用 

（３）支援員認定資格研修に係る受講要件の緩和 

（４）みなし支援員に係る財源措置の延長 

（５）人員配置の参酌化に伴う財政支援の充実及び参酌化事例の拡充 

（６）運営改善努力が反映され、将来の運営体制充実に資する支援方式の検討 

（７）保育所等が放課後児童クラブの運営に参入することを促進するための支

援の拡充 

 

 

 

 

 

 

＋総合的な子育て支援［再掲］ 

 

 

＋教育・保育など現場で働く

方々の収入の引上げ［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,553 

 

 

[R3補]899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,557 

＋事項要求 
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34,130 

[R4補]1,920 

 

34,130 

[R4補]1,920 

（上記の内数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 47 - 

 

３ 結婚支援の充実 

未婚化・晩婚化により少子化の進行や人口減少の深刻さが増す中で、結婚支

援の充実に向け、地方が地域事情にあった効果的な取組が行えるよう、事業実

施に必要な予算を継続的かつ確実に措置すること。 

とりわけ地域少子化対策重点推進交付金については、システム等運営費の

３年ルール要件や結婚新生活支援事業の年齢要件などの制約を緩和し、地方

が柔軟に活用できる制度とするとともに、その規模について、一層の拡大を

図ること。 

４ 子どもの医療費負担の軽減 

子育て家庭の経済的な負担を軽減するため、子どもの医療費のような基本

的なサービスについては、地域によって自己負担が大きく異ならないよう、

国において本人負担の軽減措置を拡充すること。 

＋地域少子化対策重点推進交

付金［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

[R3補]30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

［R4補］90 

Ⅱ 医療対策の充実〔健康福祉部〕 

１ 地域医療介護総合確保基金 

（１）人口減少に加え、高齢者の増加や医療従事者の偏在により、中山間地域

や離島などの地域医療は危機的な状況であることから、基金の配分にあた

っては、病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備に重点化するこ

となく、都道府県の実情に応じて医療従事者の確保対策や在宅医療の推

進、勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備などの取組に必要な財源を引

き続き十分に配分するとともに、今後、区分ごとの需要増にも臨機応変に

対応するため、事業区分間の額の調整ができるよう柔軟な運用を認めるこ

と。 

 

 

・地域医療介護総合確保基金 

（医療分）［再掲］ 
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751 
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（２）特に医師確保については、地域の実情を十分に反映していない医師偏在

指標により基金の配分や対策の実施に制約を設けることなく、都道府県が

地域の実情に応じた柔軟な医師確保対策が実施できるよう、必要な財源を

十分に配分し、責任を持って支援を行うこと。 

（３）基金事業を円滑に実施するため、あらかじめ事業実施に必要な基礎的な

額の配分を確保するとともに、内示時期を前年度中に早めるなど、基金の

配分に係る仕組みを見直すこと。 

（４）訪問診療の困難な周辺部に住む高齢者の住まい対策やドクターヘリの活

用など、地域の実情に応じた様々な取組に基金が柔軟に活用できるよう、

見直すこと。 

２ 地域医療構想 

地域医療構想で示す２０２５年の必要病床数は、受け皿となる介護施設の

整備・転換や在宅医療体制の拡充が前提となることから、地域がそれぞれの

実情に応じて対応できるよう、柔軟な制度運用や幅広い支援策を検討すると

ともに、医療と介護に必要な財源を確実に確保すること。 

３ がん対策の推進 

がんは早期に発見し治療すれば治る病気となってきており、がん検診によ

る早期発見が重要であるとともに、がんに罹患した場合に社会的影響が大き

い働き盛り世代の受診率向上が重要である。 

（１）職域におけるがん検診について法的に位置づけること。 

（２）市町村以外が実施するがん検診受診者の把握が居住市町村で可能となる

よう体制を構築すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域医療構想の実現に向け

た医療機能分化・連携支援

事業 
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４ 医師・看護職員確保対策の推進 

（１）依然として医師の地域偏在や診療科偏在が続いていることから、医師不足

が深刻な地方の病院や、不足する診療科で勤務する医師を増やすよう、必要

な措置を講じること。 

① 国による医師偏在指標や目標医師数、これらを用いた医師偏在対策の

手法について、地理的条件や診療科の偏在等、地域の実情を十分に反映

するものとなるよう、見直しを行うこと。その上で、引き続き、医療従事

者の働き方改革に係る検討も含め、医療人材の偏在解消など地域医療の

確保に向けた施策を強力に推進すること。 

特に、令和２年度開始の医師少数区域経験認定医師制度については、

へき地等の勤務も対象にするとともに、認定医師を管理者要件とする医

療機関を地域医療支援病院など一部の病院に限らず、全ての病院に拡大

するなど実効性のあるものとすること。 

② 医師専門研修制度に係る専攻医の定員設定にあたっては、地域の医師

不足が改善されるよう都道府県等の意見を十分に聞くとともに、医師の

絶対数が少数の県にはシーリングを設けないなど地域の実情や診療科ご

との医療提供体制を考慮し、適切な設定がなされるようにすること。 

また、検証ができるよう、算定方法や基礎数値を明らかにすること。 

③ 医学部臨時定員枠について、国は全国の相対的な医師偏在状況の観点

で調整しようとしているが、地域の実情を踏まえ、現在の枠を継続する

こと。 

また、臨時定員による増員は、国が新たに示した地域枠の定義を満た

すことが要件とされたが、地域の実情に応じた取組ができるようにする

こと。 

 

 

 

・総合的な診療能力を持つ医

師養成の推進事業 
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④ 産科・外科などにおける医療事故の患者や家族の早期救済のため、現

在分娩に関連した産科医療補償制度のみである無過失補償制度を拡充す

ること。 

⑤ 女性医師の出産による休業からの復職の促進や、仕事と育児等が両立

できるよう、必要な財源措置も含め、就労環境の整備・充実を図ること。 

（２）看護職員の勤務環境の改善や処遇改善について、夜勤負担の軽減や適切な

給与水準が実現されるよう、実効性のある施策の充実に取り組むとともに、

人材養成・離職防止・再就業促進等の取組への財政支援の一層の充実を行う

こと。 

特に、看護職員の処遇改善について、令和４年１０月に、診療報酬の改

定により、収入を３％程度引き上げられたが、引き上げの対象となる医療

機関を限定することなく、全ての看護職員の処遇が改善される制度とする

こと。 

（３）地域包括ケアシステムの担い手として、その業務範囲が拡大する過疎地の

公立・公的病院について、医師・看護職員の確保、処遇の充実、従事環境の

整備等の十分な取組が行えるよう、財源措置の充実を図ること。 

（４）医師不足の深刻な地方において、医師の時間外労働時間の上限規制を実施

するためには、更に不足することとなる医師の確保や、これにより必要とな

る診療報酬の増額を図るなど、地域医療に支障が生じないよう必要な対策

を講じること。 

（５）勤務医や看護職員の業務負担軽減のため、かかりつけ医の普及啓発など、

医療機関の適切な利用方法などについて、引き続き国民への広報・啓発を強

化すること。 

 

 

 

 

・女性医師支援センター事業 

 

・看護職員等処遇改善事業 

・看護の現場で働く方々の処

遇改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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５ ＩＣＴを利用した医療機関と介護施設の連携の推進 

医療・介護情報連携ネットワークシステムは、在宅医療の推進や地域包括

ケアシステムを構築していく上で重要なものであり、特に中山間地域や離島

を抱える本県においては、効率的・効果的な医療・介護の連携強化とサービス

提供に不可欠である。このため、ＩＣＴを利用した各医療機関と介護施設の

連携の効果をより発揮するため、国において次の対応を行うこと。 

（１）医療機関・介護施設の負担軽減を図り、より一層の参加を促すため、医療・

介護情報連携ネットワークシステムの維持管理にかかる利用料について、

診療報酬の拡充や介護報酬での措置など、所要の財源措置を行うこと。 

（２）医療・介護情報連携ネットワークを全国規模で展開できるシステム整備の

検討にあたっては、現在、地域単位で独自に整備・運用されているシステム

との連携を十分に踏まえるとともに、医療機関や介護事業所の負担軽減が

図られるものとなるよう十分に配慮すること。 

６ 医療提供体制推進事業費補助金 

（１）医療提供体制推進事業費補助金については、例年交付率が低く、都道府県

の超過負担が大きく生じていることから、いずれの事業においてもその実

績に応じた補助を行うこと。 

（２）ドクターヘリ運航経費の補助基準額は、令和３年度から運航時間に応じ全

国一律の３区分に改正されたが、運航実績は都道府県により大きく異なる

ことから、地域の実情を考慮し、運航実態を踏まえた補助を行うこと。 

 

 

・地域医療確保総合確保基金 

（医療分）［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・医療提供体制推進事業費補

助金 

 

・ドクターヘリ導入促進事業

（医療提供体制推進事業費

補助金の内数） 
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Ⅲ 国民健康保険制度の安定運営〔健康福祉部〕 

平成３０年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、 

３，４００億円の公費が投入されたが、引き続き、国の責任において国民健康保

険制度の抱える構造的な問題の抜本的な解消に向け、今後の医療費の増嵩に耐

えうる持続可能な制度を構築すること。 

１ 財政安定化基金の拡充 

財政安定化基金については全国で２，０００億円規模（うち島根県９．４億

円）が措置されているが、今後も大幅な給付費増等に対応するため、更なる規

模の拡大を行うこと。 

 ２ 子育て世帯等の負担軽減への支援 

（１）地方公共団体が独自に行う子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国

庫負担金の減額措置については、未就学児に限らず、全て廃止するととも

に、重度心身障害者医療費助成等に係る減額調整措置についても廃止する

こと。 

（２）子どもに係る均等割保険料の軽減措置については、令和４年度から導入さ

れたところであるが、対象となる子どもの範囲は未就学児に限定され、その

軽減額も５割とされているので、対象範囲と軽減額について更に拡充を行

うとともに、国定率負担割合の引き上げ等様々な財政支援の方策を講じる

こと。 

３ オンライン資格確認導入に対する財政措置等 

マイナンバーカードの利用促進に向け、オンライン資格確認の導入が進め

られているが、費用負担にかかる制度設計等について地方の意見を充分に反

映すること。 

・国民健康保険への財政支援 

 ［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・医療保険分野における番号

制度の利活用推進 
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（１）国は、マイナンバーカードの健康保険証利用について引き続き医療機関、

市町村等の関係機関に対して十分な説明を行うこと。また、政府広報をはじ

め様々な広報媒体を用いて、国民に対して分かりやすい普及啓発を行うこ

と。 

（２）オンライン資格確認等システムの運営負担金は、保険者が負担することと

されているが、システム導入効果がただちに事務費の縮減につながらない

ことから、国が負担する、または、適切な地方財政措置をすること。 

 

 

 

Ⅳ 介護保険制度の充実〔健康福祉部〕 

高齢化の進展に伴い、保険料や公費負担の増加が見込まれるため、介護保険制

度が持続可能で安定した制度となるよう、現実的な将来見通しに基づき、保険料

と国・地方の負担のあり方も含めた制度の見直しを行うとともに、以下のとおり

地域の実情を踏まえ、地域包括ケアを進めるために必要な改善を図ること。 

（１）中山間地域・離島においては、介護サービス提供の効率が悪く、事業所も

小規模にならざるを得ないため、介護報酬の更なる上乗せ及び公費負担に

よる対応を図ること。 

（２）令和元年度介護報酬改定により、経験・技能のある介護職員等の収入引き

上げを目的とした処遇改善が創設された。 

さらに、令和４年２月から収入を３％程度（月額９，０００円）引き上げ

る取組が開始された。 

これらの処遇改善の効果を検証し、介護に携わる職員全体の処遇底上げ

につながるよう適正な介護報酬の改定を図ること。 

 

 

 

 

・安心で質の高い介護サービ

スの確保 

 

 

 

 

 

・介護現場で働く方々の収入

の引き上げ 

 

・介護報酬改定による処遇改 

 善 
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（３）近い将来、大都市圏以外の地域では高齢者人口が減少局面を迎える中、新

たな施設建設によるだけではなく、既存施設を改修整備して長寿命化を図

ることによりサービス提供体制を維持していく必要がある。ついては、老朽

化した広域型介護施設の改修整備が可能となるよう、地域の実情に応じ、地

域医療介護総合確保基金を柔軟に活用できるようにすること。 

（４）介護福祉士等修学資金を活用する留学生の急増に伴い、日本人を含めた貸

付申請数が増加しており、今後貸付原資が不足する。 

介護人材確保を更に進めるため、修学資金等の貸付原資を確保すること。 

（５）介護施設の入所者の安全を確保するため、土砂災害警戒区域内等にある施

設の移転、避難対策に関する補助金の充実を図ること。 

なお、補助金の充実にあたり、地方負担を求める場合は、必要な財政措

置を講じること。 

（６）令和３年８月に実施された補足給付制度の見直しが、利用者にとって過度

な負担となり、必要な介護サービスを利用するにあたっての支障となって

いないか検証すること。 

必要な介護サービスを受けることができない実態がある場合には、適切

な措置を講じること。 
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Ⅴ 福祉サービス提供体制の充実〔健康福祉部〕 

１ 適正な障害福祉サービス等報酬の改定 

令和元年度障害福祉サービス等報酬改定により、経験・技能のある介護職

員等の収入引き上げを目的とした処遇改善が創設された。 

さらに、令和４年２月から収入を３％程度（月額９，０００円）引き上げる

取組が開始された。 

これらの処遇改善の効果を検証し、福祉・介護に携わる職員全体の処遇改

善につながるよう適正な障害福祉サービス等報酬の改定を図ること。 

２ 発達障がい者への支援体制の充実 

発達障害者支援法の改正を踏まえ、発達障がい者に対し、障がい特性に応

じた切れ目のない支援の一層の充実を図ること。 

（１）支援の中核となる発達障害者支援センターの人員体制の充実などに必要

な財源措置を講じること。 

（２）発達障がい者が、身近な地域においてできるだけ早期に適切な診断や診

療が受けられるよう、国において専門医の養成や確保を行うこと。 

（３）障がい者手帳を取得している発達障がい者が一部にとどまっていること

から、独自の手帳制度とする等、障がい者手帳をより取得しやすい仕組みと

すること。 

 

 

 

 

 

・良質な障害福祉サ－ビス 

 

・障害福祉の現場で働く人々

の収入の引き上げ 

 

・障害福祉サ－ビス等報酬改

定による処遇改善 

・発達障害児・発達障害者の支

援施策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,704 

 

[R3補]414 

 

 

103 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,443 

 

－ 

 

 

－ 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,572 

 

－ 

 

 

248 

 

8 
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３ 地域生活支援事業への財政的支援の拡充 

障がい児・者の地域での生活や社会参加を促進していくためには、相談、移

動支援等の地域生活支援事業が特に重要となる。 

地域の創意工夫により必要な事業を躊躇することなく、これらの事業を十

分実施できるようにするため、県及び市町村が実施する地域生活支援事業へ

の財政的支援を拡充すること。 

・地域生活支援事業等の拡充 

 

 

 

 

506 

 

 

 

 

531 

 

 

507 

Ⅵ 原子力発電所の防災対策の強化〔防災部・健康福祉部〕 

１ 昨年、関係府省庁、立地・周辺自治体で構成する島根地域原子力防災協議会

において島根地域全体の避難計画である緊急時対応がまとめられ、内閣総理

大臣を議長とする原子力防災会議において了承されたところであるが、今後

も原子力防災訓練等を通じた確認や、計画の具体化・充実化を継続して進める

ことが必要であり、自治体が進める避難計画の住民への周知や、要配慮者対

策、避難先や移動手段の確保、国の実動組織の支援等について、引き続き必要

な支援・協力を行うこと。 

２ 県が計画的に進めている、避難退域時検査、緊急時モニタリング、避難所等

で必要となる資機材、安定ヨウ素剤及び円滑な避難を確保するための施設等

の整備・維持・更新等について、国は必要な財政支援を行うこと。 

 

 

 

 

＋原子力発電施設等緊急時安

全対策交付金［再掲］ 

＋原子力災害時避難円滑化モ

デル実証事業［再掲］ 

＋放射線監視等交付金［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

95 

 

5 

 

61 

 

 

161 

 

－ 

 

95 

100 

 

－ 

 

60 
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Ⅶ 消費税の引上げに伴う影響への対応〔健康福祉部・病院局〕 

令和元年１０月の消費税の引上げに関する、医療機関の控除対象外消費税の

取扱いについては、診療報酬の配点方法を精緻化することにより、医療機関種別

の補てんのばらつきを是正することとなったが、補てんのばらつきが適切に是正

されたかどうか精査が必要な状況。実際の補てん状況の調査を実施し、必要に応

じて診療報酬の配点方法の見直しを行うなど、医療機関の経営に影響が生じない

よう、次期改定に向けて適切に対応すること。 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ 水道事業の広域化推進のための財政支援〔健康福祉部〕 

水道事業の多様な手法による広域化を推進するため、経営統合（事業統合及び

経営の一体化）だけでなく、経営統合を伴わない広域化の取組（浄水場の共同利

用、システムの共同利用等）についても、国庫補助の対象とすること。 

・強靭・安全・持続可能な水道

の構築 

 

387 

[R3補]390 

 

633 

＋事項要求 

372 

［R4補］371 

 

Ⅸ 水道施設の強靱化に対する財政支援〔健康福祉部〕 

重要なライフラインである水道を災害から守るため、老朽化した水道施設の

更新や耐震化を進めるための財政支援の拡充を図ること。 

・強靭・安全・持続可能な水道

の構築［再掲］ 

 

387 

[R3補]390 

 

633 

＋事項要求 

372 

［R4補］371 

Ⅹ 雇用対策の推進〔商工労働部〕 

１ 若者の県内就職の促進 

地方では、少子高齢化、進学・就職に伴う都市部への若年者の人口流出が企

業経営や地域活力の維持等に大きな影響を与えている。 

さらに、近年は都市部の人手不足により若年者が都市部へ就職する流れが

加速していることから、若年者地域連携事業の予算を拡充し、地元就職に向

けた取組を強化すること。 

 

 

・都市部から地方への移住を

伴う地域を越えた再就職等

への支援、新卒応援ハロー

ワーク等における多様な課

題を抱える新規学卒者等へ

の支援 

 

 

 

 

97 

（上記の内数） 

 

 

 

 

 

 

 

97 

（上記の内数） 

 

 

 

 

 

 

93 

（上記の内数） 
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２ 中小企業・小規模企業者における「働き方改革」の実現のための支援 

最低賃金の引き上げや時間外労働の削減に向け、企業が生産性の向上を更

に進めていくため、中小企業・小規模企業者が国の助成金制度を活用しやす

くなるよう要件の緩和を行うこと。 

また、地方自治体が、地域の実情や企業ニーズに応じた働き方改革促進策

を実施できるよう、自由度が高く、かつ、継続的に活用できる交付金を新設す

るなど、財政支援を拡充すること。 

 

 

 

 

 ３ 外国人の受入環境の整備 

受入れを希望する中小・小規模事業者等の負担を考慮し、国の責任におい

て、企業に対する十分な情報提供を行うとともに、事業主向けの相談・指導体

制の整備や雇用管理改善の取組に係る好事例の事業者への周知など、外国人

材の就労環境の適正化に向けた取組を進めること。 

また、「外国人技能実習制度」については、本格的な見直しに取り組むこと

とされているが、国の責任において、実習生の人権に配慮した実習が適正に

実施されるよう取り組むこと。 

さらに、地方自治体が外国人の受入実態を的確に把握し、今後の対応策を

検討できるよう、国が持つ市町村別の在留統計や外国人雇用状況等の情報を

地方自治体と共有すること。 

 

 

・最低賃金、賃金引き上げに

向けた生産性向上等の推

進、非正規雇用労働者への

支援、雇用形態に関わらな

い公正な待遇の確保、労働

者・フリーランスの働く環

境の整備 

 

・多様な働き方の実現、働き方

改革の推進、ハラスメント

対策 

 

・外国人に対する支援 

1,208 

（上記の内数） 

 

 

 

 

 

 

301 

（上記の内数） 

 

 

102 

（上記の内数） 

 

 

1,249 

（上記の内数） 

 

 

 

 

 

 

326 

（上記の内数） 

 

 

104 

（上記の内数） 

 

 

1,189 

（上記の内数） 

［R4補］26 

（上記の内数） 

 

 

 

 

314 

(上記の内数) 

 

 

104 

(上記の内数) 
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Ⅺ 離島振興法の延長・拡充〔地域振興部〕 

令和４年度末に期限が到来する離島振興法を延長・拡充し、引き続き、離島に

係る総合的な対策を推進すること。 

新法においては、生活物資等の輸送コストの低廉化による物価高の是正等の、

本土との格差是正に向けた支援を拡充すること。 

－    

Ⅻ 地方空港活性化のためのＣＩＱ体制の整備・充実〔地域振興部〕 

訪日外国人の円滑な受入れと地方空港の活性化のため、国際便の運航にあた

っての税関、出入国管理、検疫体制を整備・充実すること。 

－ 
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農林水産省関係 

重点要望の内容 
予算案等の状況（単位：億円） 

事項 R 4 当初予算 R5 概算要求 R5 政府予算案等 

Ⅰ 持続可能な農業・農村の確立〔農林水産部〕 

 １ 意欲的な取組を促す支援の充実 

（１）令和４年度から新たに実施された新規就農者育成総合対策において、必

要な予算を十分に確保すること。 

（２）過疎化が急速に進む中山間地域において、農村を維持するために農地を

借り入れて営農を継続する担い手（特に集落営農組織以外）に対する支援

（受け手支援）を行うこと。 

（３）国際水準ＧＡＰが正当に評価され、適正な価格で取引が行われるよう、

販売店や流通事業者のＧＡＰへの理解を深め、国際水準ＧＡＰが調達基準

としてスタンダードになるよう働きかけること。 

また、国際水準ＧＡＰガイドラインに準拠した都道府県ＧＡＰ認証に

ついて流通業界に広く周知すること。 

２ 米の需給改善及び価格の安定に向けた対策 

（１）主食用米の需給及び価格の安定に向けて、全国の都道府県に対して需要に

応じた生産の徹底を促すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

・新規就農者育成総合対策 

・新規就農者確保緊急対策 

・農地中間管理機構事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 

 

185 

［R3補］55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223 

 

237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 

[R4補]26 

180 

［R4補］40 
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（２）令和５年６月末民間在庫量の見通しは１９１～１９７万トンであり、米の

需給は改善する方向にあるものの、令和５年産において本年産と同程度の

作付転換が必要とされている状況であることから、そのために必要な転作

助成「水田活用の直接支払交付金」の十分な予算を確保するとともに、特に

「産地交付金」については、収益性の高い農業の拡大に向けて予算を増額す

ること。 

（３）主食用米の消費量が減少する中で、全国的な需給バランスを改善するため

には、米の需要回復・拡大が必要であることから、輸出拡大や消費拡大など

の対策を強化すること。 

（４）「水田活用の直接支払交付金」の交付対象水田の見直しで、今後５年間

（令和４年度から令和８年度）で一度も水張りが行われない農地は、令和

９年度以降交付対象としない方針が示されているが、現場の課題をしっか

りと検証し、作付転換や農地の集積に影響が出ないよう必要な措置を講ず

ること。 

３ 鳥獣被害防止対策の充実 

市町村の鳥獣被害対策促進のため、鳥獣被害防止総合対策交付金事業の

予算を十分に確保すること。 

・水田活用の直接支払交付金 

・水田リノベーション事業 

・畑作物産地形成促進事業 

（旧水田リノベーション事業） 

・米新市場開拓促進 

（旧水田リノベーション事業） 

・畑地化促進事業 

・畑地化促進助成 

 

 

 

 

 

 

 

・鳥獣被害防止総合対策交付   

金 

3,050 

[R3補]410 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

100 

[R3補]40 

3,460 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

125 

 

 

2,918 

 

[R4補]300 

 

110 

 

[R4補]250 

22 

 

 

 

 

 

 

 

96 

［R4補］37 

 

Ⅱ 持続可能な森林・林業・木材産業の確立〔農林水産部〕 

 １ 林業就業者の確保 

（１）林業労働力確保支援センターが林業就業者確保のために実施する普及啓

発活動、林業就業体験、高校生に対する林業学習、就業者の資格取得支援

などの取組への支援の拡充や、県立の林業大学校が教育内容を一層充実す

るために実施する機械導入や施設整備などを支援すること。また、「緑の青

年就業準備給付金」予算を充分に確保すること。 

・林業･木材産業成長産業化促

進対策 

・林業・木材産業循環成長対策 

 

・緑の青年就業準備給付金 

 

 

 

75 

 

－ 

 

4 

 

 

 

－ 

 

118 

 

5 

 

 

 

－ 

 

72 

 

5 
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（２）建設工事においては建設業の就労環境改善の観点から、週休２日の確保

にあたって必要となる経費を間接工事費に計上する等の取組が行われて

おり、同じく公共事業である森林整備事業についても林業就業者の就労環

境改善に向け、週休２日の確保にあたって必要となる費用を計上するなど

支援内容の拡充を行うこと。 

２ 地域経済発展のための林業・木材産業対策の強化 

（１）省力化・低コスト化による伐採から再造林・保育に至る収益の確保、軽

労化による若者・女性・高齢者等にも働きやすく安全な就労環境改善に向

け、ＩＣＴ等を活用した高機能な林業機械・機器の現場での導入が早期に

図れるよう、これら機械の開発を強力に進めること。 

併せて、現場での導入にあたっては、林業・木材産業循環成長対策にお

いて、迅速に補助対象機械に追加するとともに、生産量や生産性向上のた

めのメニューのみでなく、就労環境改善の視点にたった新たなメニューを

追加すること。 

また、林業公社の経営林を活用した原木増産を促進するため、林業公社

の機械（路網開設、原木生産、燃料チップ加工等）の導入を支援するメニ

ューを追加すること。 

（２）本県では令和１２年の原木生産量８０万㎥（令和２年実績 ６３万㎥の 

１.３倍）の目標達成に向け、集中的に整備することとしている林業専用道

（規格相当含む）の開設に必要な公共事業及び非公共事業の予算を十分に

確保するとともに、中型トラック（４～６トン）の走行を想定した路網規

格を支援するメニューを追加すること。 

（３）国産材製品の安定供給に必要な原木流通施設や木材加工施設整備予算を

増額するとともに、施設の新設・移転にかかる用地取得や土地造成､既存製

材工場の分業・連携にかかる施設移転など対象経費の拡大及び国庫補助率

の引き上げにより支援を拡充すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・林業専用道整備事業等 

・木材産業国際競争力・製品供

給力強化緊急対策 

・国内森林資源活用・木材産業

国際競争力強化対策 

・木材産業国際競争力・製品供

給力強化緊急対策［再掲］ 

・国内森林資源活用・木材産業

国際競争力強化対策［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

[R3補]495 

 

 

 

[R3補]495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

[R4補]499 

 

 

 

[R4補]499 
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（４）令和４年度までとなっている「利用間伐推進資金」については、林業公

社造林地が利用期を迎える中、積極的な原木増産による経営改善に取り組

めるよう令和５年度以降も引き続き同様の償還円滑化のための資金を創

設すること。 

（５）現在、その需要が低位である、森林吸収系のＪクレジットについて、取

引の活性化により企業が資金を拠出し、地域の森林・林業に資金が回るこ

とで地域経済の活性化や雇用の創出に繋がるよう、国際的な取引への活用

も含め需要拡大に向けた制度構築に率先して取り組むこと。 

・林業基盤整備資金 7,100 

（上記の内数） 

 

 

6,590 

（上記の内数） 

 

8,190 

（上記の内数） 

[R4補]68 

（上記の内数） 

 

Ⅲ 持続可能な漁業・漁村の確立〔農林水産部〕 

 １ 沿岸自営漁業者の確保・育成 

沿岸自営漁業の新規就業者は２から３年の研修を経て独立するが、自己資

金が不十分なため、必要な漁船や漁具の購入ができず、早期の独立に支障を

来すことから、初期投資を軽減できる補助制度を創設し、新規就業者の着実

な独立を支援すること。 

 ２ 日韓漁業協定の実効確保と監視取締体制の充実強化等 

（１）竹島の領土権を確立し、排他的経済水域（ＥＥＺ）の境界線を画定する

ことにより、暫定水域の撤廃を図ること。 

（２）それまでの間、両国の責任のもとで、暫定水域における資源管理につい

て、実効ある管理体制を早期に確立すること。 

（３）我が国の排他的経済水域内における韓国漁船をはじめとする外国漁船の

違法操業が根絶されるよう、引き続き監視取締りの充実強化を図ること。 

 

 

・経営体育成総合支援事業 

・漁業担い手確保緊急支援事 

 業 

 

 

 

・外国漁船対策 

・韓国・中国等外国漁船操業対

策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

[R3補]1 

 

 

 

 

149 

[R3補]30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

[R4補]3 

 

 

 

 

156 

[R4補]25 
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（４）平成２５年度補正予算において基金化された韓国・中国等外国漁船操業

対策事業について、安定的に事業が実施できるよう、今後も継続して十分

な予算を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ  農林水産業の経営安定と発展に向けた対応〔農林水産部〕 

１ 持続可能な農林水産業と農山漁村の実現に向け、農林水産予算を十分に確

保するとともに、施策全般について、地域の実情を踏まえた柔軟な制度設

計・運用を行うこと。 

２ 経済連携協定・自由貿易協定については、農林水産業関係者の不安や懸念

が大きいことから、引き続き、正確な説明や情報発信に努めるとともに、国

際化の進展の中で、意欲ある担い手が安心して経営に取り組めるよう、対策

予算を継続して十分に確保すること。 

３ 農林水産業の発展に欠かせない良好な生産条件を確保し、競争力強化、国

土強靭化等を進める上で重要な役割を担っている基盤整備事業について、十

分な予算を安定的に確保するとともに、宍道湖西岸地区国営緊急農地再編整

備事業について、高収益で競争力のある農業を早期に展開するため、計画的

な推進を図ること。 

 

・農林水産予算総額 

 

 

・ＴＰＰ等関連政策大綱実現

に向けた施策（農林水産業

分） 

 

・農林水産公共 

 

 

 

 

 

22,777 

 

 

[R3補]3,200 

 

  

 

6,980 

[R3補]3,716 

 

26,808 

 

 

 

 

 

 

8,213 

 

22,683 

 

 

[R4補]2,704 

 

 

 

6,983 

[R4補]3,191 

 

Ⅴ 中山間地域等における「小さな拠点づくり」への支援〔地域振興部〕 

「小さな拠点づくり」を中心とする中山間地域・離島対策については、買い

物などの生活機能や生活交通の確保、産業の振興などに取り組み、地域社会を

維持することが必要である。 

国においては十分な予算を確保するとともに、持続的な地域運営が図られる

よう、地域の実情を踏まえた支援策を講じること。 

 

・農山漁村振興交付金［再掲］ 

 

 

98 

（上記の内数）  

 

138 

（上記の内数） 

 

91 

（上記の内数） 

［R4補］14 
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Ⅵ 離島振興法の延長・拡充〔地域振興部〕 

令和４年度末に期限が到来する離島振興法を延長・拡充し、引き続き、離島

に係る総合的な対策を推進すること。 

新法においては、生活物資等の輸送コストの低廉化による物価高の是正等

の、本土との格差是正に向けた支援を拡充すること。 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ 地方空港活性化のためのＣＩＱ体制の整備・充実〔地域振興部〕 

  訪日外国人の円滑な受入と地方空港の活性化のため、国際便の運航にあたっ

ての税関、出入国管理、検疫体制を整備・充実すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 
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別表 Ⅳ１において農林水産予算の十分な確保を要望する事業 

【農業】 

１ 意欲的な取組を促す支援の充実 

 ・新規就農者育成総合対策 

 ・農地中間管理機構事業 

２ 米の需給改善及び価格の安定に向け

た対策 

・水田活用の直接支払交付金 

３ 鳥獣被害防止対策の充実 

・鳥獣被害防止総合対策交付金 

４ 燃油・資材高騰にかかる農業者への支

援 

・施設園芸セーフティネット構築事業 

・配合飼料価格高騰緊急対策事業 

・産地生産基盤パワーアップ事業 

・強い農業づくり総合支援交付金 

・農地利用効率化等支援交付金 

・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策

事業 

５ その他 

・ＧＡＰ拡大推進加速化事業 

・農山漁村振興交付金 

・日本型直接支払交付金 

・みどりの食料システム戦略推進交付 

 金 

【林業】 

１ 林業就業者の確保 

・緑の青年就業準備給付金 

・林業・木材産業循環成長対策 

２ 地域経済発展のための林業・木材産

業対策の強化 

・林業・木材産業循環成長対策（再掲） 

・木材産業国際競争力・製品供給力強

化緊急対策 

【水産業】 

１ 沿岸自営漁業者の確保・育成 

 ・経営体育成総合支援事業 

２ 燃油高騰にかかる漁業者への支援 

 ・水産業競争力強化緊急事業 

３ その他 

・水産業成長産業化沿岸地域創出事

業 

・浜の活力再生・成長促進交付金 

・漁業収入安定対策事業 

・水産多面的機能発揮対策事業 

 

 

・新規就農者育成総合対策 

・新規就農者確保緊急対策 

・農地中間管理機構事業 

 

・水田活用の直接支払交付金 

・鳥獣被害防止総合対策交付 

 金 

・産地生産基盤パワーアップ

事業 

・農地利用効率化等支援交付 

 金 

・強い農業づくり総合支援交

付金 

・畜産・酪農収益力強化整備等

特別対策事業（畜産クラス

ター事業） 

・ＧＡＰ拡大推進加速化事業 

・農山漁村振興交付金 

 

・日本型直接支払交付金 

・みどりの食料システム戦略

推進交付金 

・緑の青年就業準備給付金 

・林業・木材産業成長産業化促

進対策 

→林業・木材産業循環成長対 

 策 

 

207 

 

185 

[R3補]55 

3,050 

100 

[R3補]40 

[R3補]310 

 

21 

 

126 

 

[R3補]713 

 

 

2 

98 

 

775 

6 

[R3補]23 

4 

75 

 

－ 

 

 

223 

 

237 

 

3,460 

125 

 

 

 

25 

 

164 

 

 

 

 

3 

138 

 

787 

24 

 

5 

－ 

 

118 

 

 

192 

[R4補]26 

180 

［R4補］40 

2,918 

96 

［R4補]37 

[R4補]306 

 

15 

 

121 

 

［R4補］555 

 

 

2 

91 

[R4補]14 

774 

4 

[R4補]28 

5 

－ 

 

72 
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【総合的なＴＰＰ等関連政策大綱関連予算】 

 ・担い手確保・経営強化支援事業 

・農業競争力強化基盤整備事業 

・産地生産基盤パワーアップ事業（再掲） 

・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（再掲） 

・木材産業国際競争力・製品供給力強化緊急対策（再掲） 

・水産業競争力強化緊急事業（再掲） 

【農林水産公共事業】 

 ・農業農村整備事業（農業競争力強化基盤整備事業、農村地域防災減災事業等、国

営緊急農地再編整備事業（宍道湖西岸地区）、国営かんがい排水事業（揖屋地区）

等）  

・林野公共（森林整備事業、治山事業） 

・水産基盤整備事業 

・農山漁村地域整備交付金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・木材産業国際競争力・製品供

給力強化緊急対策 

・国内森林資源活用・木材産業

国際競争力強化対策 

・経営体育成総合支援事業 

・漁業担い手確保緊急支援事 

 業 

・水産業競争力強化緊急事業 

 

・水産業成長産業化沿岸地域

創出事業 

・浜の活力再生・成長促進交付 

 金 

・漁業収入安定対策事業 

 

・水産多面的機能発揮対策事 

 業 

 

・担い手確保・経営強化支援事 

 業 

・農業競争力強化基盤整備事 

 業 

 

・農林水産公共事業 

 

[R3補]495 

 

 

 

6 

[R3補]1 

 

[R3補]167 

 

25 

 

27 

 

202 

[R3補]592 

17 

 

 

[R3補]23 

 

629 

[R3補]915 

 

6,980 

[R3補]3,716 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

40 

 

50 

 

313 

 

30 

 

 

 

 

754 

   

 

8,213 

 

 

 

 

[R4補]499 

 

5 

[R4補]3 

 

[R4補]145 

 

30 

 

24 

 

202 

[R4補]380 

17 

 

 

[R4補]23 

 

635 

[R4補]820 

 

6,983 

[R4補]3,191 
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経済産業省関係 

重点要望の内容 
予算案等の状況（単位：億円） 

事項 R4 当初予算 R5概算要求 R5 政府予算案等 

Ⅰ 原子力発電所の安全対策の強化等〔防災部・地域振興部〕 

１ 原子力安全対策 

（１）国のエネルギー政策や原子力発電の必要性などについては、県民や立地・

周辺自治体の理解と納得が得られるよう、国が明確に示していくこと。 

（２）使用済燃料の搬出や譲渡しが確実に行われるよう、使用済燃料の処理・

処分などの核燃料サイクルの課題の解決について、国が前面に立った取組

を加速させること。 

（３）原子力発電所の稼働・再稼働の判断に県民や立地・周辺自治体の意見が

適切に反映できる具体的な仕組みを示すこと。 

（４）廃炉等に伴って生じる低レベル放射性廃棄物の処分については、発生者

責任の原則の下、原子力事業者等が処分場確保に向けた取組を着実に進め

ることを基本としつつ、国としても、処分の円滑な実現に向け、必要な取

組を進めること。 

２ 原子力防災対策 

（１）原子力災害が発生した場合、一般住民及び避難行動要支援者の避難がよ

り円滑に実施できるよう、道路整備等の支援の拡充を行うこと。 

（２）地方自治体の原子力安全・防災対策に従事する職員人件費など必要な経

費について財政措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＋原子力発電施設等緊急時安

全対策交付金［再掲］ 

＋原子力災害時避難円滑化モ

デル実証事業［再掲］ 

＋放射線監視等交付金［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

5 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161 

 

－ 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

－ 

 

60 

 

 

 



- 69 - 

 

３ 電源立地地域に対する財政措置 

（１）原子力発電施設については、廃止が決定された後も原子力安全・防災対

策など行政の財政負担が引き続き生じること、また、立地自治体の経済、

雇用、財政等への影響への考慮が必要であることから、電源三法交付金・

補助金については、原子力発電施設の撤去完了までを見据えた制度とする

こと。 

（２）平成２８年度に創設された補助金や増額された交付金については、原子

力発電所の廃止措置期間中における立地自治体の財政に影響を及ぼすこ

とがないよう、対象事業や交付金額・期間に十分に配慮したものとするこ

と。 

（３）電源三法交付金については、原子力発電所の安全確保のための運転停止

期間中における「みなし規定」の見直しにより交付水準が低下したが、原

子力発電所の立地に伴う財政需要に配慮し、十分な交付水準を確保するこ

と。 

（４）原子力発電所の長期停止による地域経済の停滞に対し、独自の産業・雇

用対策を実施するため交付金制度の充実を図ること。 

（５）電源三法交付金については、原子力防災対策が必要な区域が３０キロ圏

内まで拡大されたことから、既存の交付地域に対する交付水準を確保した

上で、対象地域を原子力災害対策重点区域まで拡大すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・電源立地地域対策交付金 

・原子力発電施設等立地地域

基盤整備支援事業 

・エネルギー構造高度化・転換

理解促進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730 

83 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

745 

86 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

745 

101 

 

72 
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Ⅱ 原子力発電所に対する武力攻撃対策〔防災部〕 

１ ロシア軍がウクライナの原子力発電所に対する砲撃を行ったが、他国の領

土や主権の侵害は何の利益も生まず、自らの国益を大きく毀損するとの認識

を国際社会において確立することこそが、最大の抑止力となる。ついては、

国において、国際社会と協調した経済制裁措置の実施など、外交等を通じて

毅然として対処すること。 

２ 突発的な武力攻撃の発生に備え、原子力事業者が、特に緊急を要する場合

には国からの命令を待たず直ちに運転を停止できるよう、国は、平時から事

業者の体制の確認・徹底を指導すること。 

－    

Ⅲ 再生可能エネルギー及び省エネルギーの推進〔地域振興部・環境生活部〕 

１ 各地域において脱炭素社会が実現するよう、再生可能エネルギー導入促進

や省エネルギー推進に向けた支援制度を拡充するとともに、必要な財政措置

を講じること。 

２ 風力発電等に係る許認可等の手続きにおいて、地域住民の理解を得ないま

ま設置が進むことがないよう法整備を図るとともに、地元自治体の意見が適

切に反映される仕組みを早期に構築すること。 

・地域と共生した再生可能エ

ネルギーの最大限の導入 

 

 

3,287 

 

－ 8,515 

（上記の内数） 

 

Ⅳ 脱炭素化（カーボンニュートラル）への対応〔商工労働部〕 

脱炭素化の世界的な加速により、本県の基幹産業である鉄鋼・鋳造産業や自

動車関連産業をはじめ幅広い産業で、二酸化炭素の排出量削減や事業転換への

対応を求められている。事業者に対する二酸化炭素削減に資する設備投資や成

長分野への参入に向けた技術開発、事業転換などへの支援施策を拡充するとと

もに、経営基盤の脆弱な中小企業が利用しやすい制度とするよう十分に配慮す

ること。 

・先進的省エネルギー投資促

進支援事業費補助金 

 

・カーボンニュートラルに向

けた自動車部品サプライヤ

ー事業転換支援事業 

253 

 

 

4 

360 

 

 

8 

261 

 

 

6 
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Ⅴ 工業用水道施設の更新・耐震化対策に対する支援〔企業局〕 

企業活動に必要な工業用水を安定して供給し、地域の産業を支える重要なイ

ンフラである工業用水道は、供用開始から５０年を経過した施設もあり、今後、

施設の更新・耐震化対策に多大な事業費が必要なことから、国の補助事業の十

分な予算を確保するとともに、複数年度にわたる事業を補助事業の採択の対象

とすること。 

・工業用水道事業費補助金 

 

 

 

 

 

21 

[R3補]13 

 

35 

 

20 

［R4補］15 

Ⅵ 離島振興法の延長・拡充〔地域振興部〕 

令和４年度末に期限が到来する離島振興法を延長・拡充し、引き続き、離島

に係る総合的な対策を推進すること。 

新法においては、生活物資等の輸送コストの低廉化による物価高の是正等

の、本土との格差是正に向けた支援を拡充すること。 

－    
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国土交通省関係 

重点要望の内容 
予算案等の状況（単位：億円） 

事項 R4当初予算 R5概算要求 R5 政府予算案等 

Ⅰ 地方の社会資本の整備推進〔土木部〕 

県民の安全安心な暮らしを守り、地域振興を支えるため、必要な社会資本整

備を進めることができるよう、予算を十分確保し、地方に重点配分するととも

に、特に以下の事項について整備・施策の推進を図ること。 

１ 地方が実施する事業の推進 

地域の生活に欠かせない道路や下水道等の整備、住民の安全・安心を確保

するための治水対策や土砂災害対策、道路斜面の落石対策、子どもの交通安

全確保対策、地籍調査等が着実に進むよう、社会資本整備総合交付金、防災・

安全交付金及び個別補助事業などの予算を十分確保し、必要な事業が多く残

された地方に重点配分すること。 

県内では、近年、大雨災害が頻発しており、「防災・減災、国土強靱化の

ための５か年加速化対策」の取組を、着実に推進していくことが重要である

ため、地方負担分を軽減する措置を講じ、必要な予算を当初予算において安

定的に確保するとともに、５か年加速化対策後も、予算・財源を通常予算と

は別枠で確保して、継続的に取り組むこと。 

公共土木施設の老朽化対策を永続的に実施するため、１）国庫補助の対象

として施設の点検業務の追加、２）修繕工事における事業採択要件緩和によ

る適用範囲の拡大、３）既存の補助制度における点検、修繕の国庫補助率の

嵩上げ等、地方負担の軽減に資する制度とすること。また、個別施設計画の

とおりに対策が進められるよう必要な予算と新たな財源を確保すること。 

本県では、鋼製構造物の塗膜に低濃度ＰＣＢを含有している公共土木施設

が残っており、未だ処理が進んでいない状況にあるため、塗膜の除去、処分

及び再塗装等に必要な対策費用の助成制度を国において創設すること。 

 

 

 

 

 

 

・土木公共 

うち 

社会資本整備総合交付金 

 

防災安全交付金 

 

 

・５か年加速化対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,480 

[R3補]15,706 

5,817 

[R3補]547 

8,156 

[R3補]3,733 

 

－ 

[R3補]13,466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,443 

 

6,900 

 

9,677 

 

 

事項要求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,502 

[R4補]16,132 

5,492 

[R4補]291 

8,313 

[R4補]2,853 

 

－ 

[R4補]13,961 
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２ 高規格道路をはじめとする地方の道路整備の推進 

（１）国の骨格を形成する高速道路は、経済・社会の発展に不可欠な社会基盤

であり、全国のミッシングリンクの整備事業費を確保した上で、山陰道へ

の予算の重点配分を行い早期開通を図ること。 

特に、「益田道路（久城～高津間）」については、浸水による道路ネット

ワーク途絶の懸念があり、また、一般道と自動車専用道路との混在による

交通事故・渋滞などの課題もあるため、早期事業着手を図ること。加えて、

「益田～萩間」については、多くの未着手区間が残ることから、高速道路

ネットワークの多重性の観点からも早期に計画段階評価の手続きに入る

こと。 

（２）暫定２車線区間における高速道路の安全性、信頼性向上のため、４車線

化事業の推進（事業中区間の着実な推進と、「高速道路における安全・安

心基本計画」に位置づけられた優先整備区間のうち未事業化区間の早期事

業化）を図るとともに、対面通行区間における当面の緊急対策として長大

橋、トンネル区間においても安全対策を推進すること。また、高速道路の

利用が促進される施策を講じること。 

（３）国道９号出雲バイパスは朝夕を中心に慢性的な交通渋滞が発生し、立地

企業への通勤や物流、救急車などの緊急車両の通行に支障が生じているこ

とから、全線の４車線化に向け、事業中区間の早期完成、未着手区間の早

期事業化を図ること。 

（４）中海・宍道湖圏域を結ぶ「８の字ルート」の一部を形成する境港出雲道

路は、災害に強い国土幹線道路ネットワークを確保するためにミッシング

リンク解消が必要な高規格道路として位置づけられており、未着手区間を

国の直轄事業として施行すること。 

 

 

 

・道路整備費 

 

うち直轄事業費 

（改築その他） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,109 

[R3補]3,642 

10,644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,176 

 

12,702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,183 

[R4補]3,745 

10,520 
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（５）高規格道路 境港出雲道路の一部となる国道４３１号 松江北道路は、松

江市街地の渋滞緩和や災害時の迂回路確保に欠くことができない道路で

あり、早期完成を図るため、必要な予算を確保すること。 

３ 江の川下流治水事業の推進 

平成３０年７月、令和２年７月豪雨に続き、令和３年８月の大雨でも氾濫

が発生し、わずか３年余りの間に３度の大規模な浸水被害を受けたことか

ら、沿川の住民が安心して住める地域となるよう、「治水とまちづくり連携

計画（江の川中下流域マスタープラン）」に基づき事業を推進し、流域治水

による対策を加速化させること。 

（１）平成３０年と令和２年の２度の家屋浸水被害を受けた地区については、

対策方針やスケジュールを早急に示すこと。対策方針が決まった地区は、

必要な予算を十分に確保し、一日も早く対策を完了させること。未決定の

地区については、地元の合意形成を図り早期に事業着手すること。その他

の地区においても、地元同意・調整が図られた地区については、早急に事

業着手し、対策を進めること。 

（２）県が管理する江の川支川の矢谷川など、直轄事業と連携し一体的かつ早

急に整備を進めるため、必要な予算を配分すること。 

（３）防災集団移転促進事業については、地域の合意形成を経て策定された計

画により事業が進むよう、十分な予算を確保し、必要な予算を配分するこ

と。 

（４）昨年８月の大雨では内水被害が多く発生したことから、排水ポンプ車の

配備計画の見直しなど、内水対策のための支援の取組を強化すること。ま

た、排水ポンプ車の能力では内水排除が困難な地区において、排水機場を

整備すること。 

 

 

 

・治水事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,484 

[R3補]2,697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,518 

[R4補]2,867 
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（５）当面の対策として、河道掘削の実施地区を拡大すること。 

４ 斐伊川・神戸川治水事業の推進 

斐伊川・神戸川治水事業においては、上流、中流、下流の流域全体で治水

を負担する斐伊川治水３点セットの総仕上げとして、下流の大橋川改修や中

海・宍道湖湖岸堤整備等を推進し、早期完成を図ること。 

（１）気象変動の影響により激甚化・頻発化する自然災害に備え、斐伊川・神

戸川治水事業を計画的に進めるため、予算を十分確保すること。 

（２）沿川住民の安心安全を確保するため、大橋川の狭窄部拡幅や堤防整備、

中海湖岸堤の整備を加速化すること。 

５ 近年の気象変動により激甚化・頻発化する自然災害に備えた治水対策及び

土砂災害対策の推進 

令和２年７月豪雨、令和３年７月及び８月の豪雨など、近年の気象変動に

より激甚化・頻発化する自然災害から人命・財産を守り、安全で安心して生

活できる地域づくりを実現するため、以下の事業を計画的に進められるよ

う、予算を十分確保すること。 

（１）大規模特定河川事業、大規模特定砂防事業及び事業間連携砂防等事業に

ついて、計画的・集中的に事業を推進するため、必要な予算を配分するこ

と。 

（２）ダム事業については、流域住民の安全・安心の早期確保に向けて、矢原

川ダムの建設を着実に進められるよう、必要な予算を配分すること。 

（３）砂防事業及び急傾斜事業について、対策施設の整備を推進するため、保

全人家戸数やがけの高さ等の採択基準を緩和すること。 

 

・治水事業費［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

・治水事業費［再掲］ 

 

・防災安全交付金［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,484 

[R3補]2,697 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,484 

[R3補]2,697 

8,156 

[R3補]3,733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,072 

 

9,677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8,518 

[R4補]2,867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8,518 

[R4補]2,867 

8,313 

[R4補]2,853 
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６ 浜田港の機能強化 

日本海側拠点港である浜田港において、国際物流拠点としての機能を強化

するため、以下の事項について事業の推進を図ること。 

（１）荒天時における港湾稼働率の向上を図るため、「新北防波堤」の整備を

推進すること。 

（２）福井地区において、見込まれる船舶の大型化へ向けた港湾機能の強化を

推進すること。 

（３）臨港道路「福井・長浜線」の整備が着実に進められるよう、必要な予算

を配分すること。 

７ 県内３空港の安全で安定的な運航の確保 

県内３空港の老朽化対策及び滑走路端安全区域の整備を着実に進められ

るよう必要な予算を配分すること。 

 

・港湾整備事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・空港整備事業費 

 

2,439 

[R3補]776 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

328 

 

2,896 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

476 

 

 

2,444 

[R4補]803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287 

 

Ⅱ 地方交通への支援〔地域振興部〕 

１ 羽田空港発着枠の地方航空路線への特別な配慮 

人口減少が進む地方において、産業振興や定住促進などによる地域社会の

維持、活性化を図るためには、羽田空港と地方空港を結ぶ航空路線の充実が

必要であり、代替高速交通機関が未整備である地域に対しては、特別な配慮

をすること。 

また、羽田発着枠政策コンテストによって配分された発着枠の使用期間を

延長すること。 

 

－ 
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２ 地方航空路線の維持・拡充 

地方の活性化を図るため、地域が取り組む地方航空路線の維持・拡充対策

に対して、新たな支援制度を創設すること。 

また、地方航空路線の休止・減便等は、地方経済に大きな影響を及ぼすこ

とから、航空会社から国への届出前に、地方自治体と航空会社が十分に協議

できるよう、事前協議制度を設けること。 

３ 離島航路の維持 

将来にわたって持続可能な離島航路の確保を図るため、航路の維持・改善

に係る支援制度を拡充すること。 

４ 地域公共交通の確保 

鉄道、バス・タクシー、離島航路など、地域住民の日常生活を支える地域

公共交通を確保するための支援を拡充強化すること。 

また、生活交通に係る国の支援制度は、バスを前提としたものであるため、

タクシー利用助成など地域の実情に応じた多様な運行形態への転換に対応

できるような仕組みに見直すこと。 

５ 高速鉄道網の整備促進 

整備新幹線の今後の整備の進捗なども踏まえ、高速鉄道網の整備に向けた

具体的な取組を加速化するとともに、並行在来線の取扱いを含めた地方負担

のあり方を見直すこと。 
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６ 鉄道事業法の手続きの見直し等 

全ての鉄道事業者が、一律に届出により事業廃止できる現行の鉄道事業法

制度について検証し、大規模な上場企業である鉄道事業者については、例外

的に事業廃止の是非を審査する仕組みを設けるなどの見直しを行うこと。 

また、本年７月２５日の国の検討会の提言を受け、今後創設される特定線

区再構築協議会制度については、「廃止ありき」の協議とならないよう、国

が沿線地域と鉄道事業者との間に立って、中立的な立場で関与する仕組みと

するとともに、制度の運用に当たっては地域の実情に十分に配慮すること。 

Ⅲ 地域の実情に応じた支援策の推進〔地域振興部〕 

「小さな拠点づくり」を中心とする中山間地域・離島対策については、買い

物などの生活機能や生活交通の確保、産業の振興などに取り組み、地域社会を

維持することが必要である。 

国においては十分な予算を確保するとともに、持続的な地域運営が図られる

よう、地域の実情を踏まえた支援策を講じること。 

・「小さな拠点」を核とした

「ふるさと集落生活圏」

形成推進事業［再掲］ 

1 － － 

Ⅳ 離島地域への支援〔地域振興部〕 

１ 離島振興法に基づく支援制度の拡充 

離島振興法に基づく施策を円滑に実施できるよう、支援制度の充実を図る

とともに、離島地域の生活条件の改善、産業基盤の整備等のための十分な予

算の確保を図ること。 

特に、離島活性化交付金については、事業種別に応じた交付率の嵩上げや、

対象事業の拡大など、制度を拡充強化すること。 

 

 

 

 

・離島活性化交付金 

［再掲］ 

・離島広域活性化事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

[R3補]3 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

11 

[R4補]5 

5,492 

（上記の内数） 
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２ 離島振興法の延長・拡充 

令和４年度末に期限が到来する離島振興法を延長・拡充し、引き続き、離

島に係る総合的な対策を推進すること。 

新法においては、生活物資等の輸送コストの低廉化による物価高の是正等

の、本土との格差是正に向けた支援を拡充すること。 

３ 有人国境離島法に基づく地域の保全と支援制度の拡充 

隠岐地域において、「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域

に係る地域社会の維持に関する特別措置法」に基づき、我が国の領海、排他

的経済水域等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持するため、国

の機関の設置、社会基盤の整備などの施策を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 海上監視体制の充実強化〔防災部・農林水産部〕 

１ 我が国の排他的経済水域内等における外国漁船による違法操業が根絶さ

れるよう、引き続き監視取締りの充実強化を図ること。 

２ 島根県は離島や長い海岸線を有しており、県民が安心して暮らすことがで

きるよう、海上での監視取締りの強化、関係機関との連携強化等、海上監視

体制の充実を図ること。 

３ 離島という地理的状況を考慮し、隠岐海上保安署体制の充実・強化を図る

こと。 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 活火山の監視・観測体制の強化〔防災部〕 

火山災害から人命を守るため、監視・観測体制の強化を図ること。 

 

・大規模地震災害・火山災

害に備えた監視体制の確

保［再掲］ 

10 

 

12 

 

1 
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Ⅶ 湖沼環境保全施策の推進〔環境生活部・農林水産部・土木部〕 

１ 宍道湖、中海の水質汚濁メカニズムの解明を進め、水質保全対策を積極的

に推進すること。 

２ 宍道湖、中海における水草等の繁茂拡大やアオコの大発生について、原因

究明及び発生抑制のために必要な調査等を行うこと。 

３ 宍道湖において繁茂拡大し、船舶の航行障害や腐敗に伴う悪臭発生などに

より生活環境に悪影響を及ぼす水草等について、迅速な刈取り・回収や予防

的な対策を実施すること。 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ 地方の国際観光の振興〔商工労働部〕 

新型コロナウイルスの世界的な流行で減速した旅行需要を段階的に回復さ

せ、国が定める２０３０年の訪日外国人旅行者数６，０００万人の目標実現に

向けて、引き続き、各地域の魅力ある観光資源を活かし、訪日外国人を地方へ

促す取組を、国としても一層強化すること。 

また、国際観光旅客税について、国際観光旅客が回復し、一定程度の税収が

確保された後は、自由度の高い財源として、登録ＤＭＯを含む、地方の観光振

興施策に充当できるよう、税収の一定割合を創意工夫が活かせる交付金等によ

り地方に配分すること。 

・観光立国復活に向けた基

盤の強化 等 

 

[総額]210  

（上記のうち国

際観光旅客税財

源充当額）  81 

[R3補]1,203 

[総額]434 

（上記のうち国

際観光旅客税財

源充当額）270 

[総額]295 

（上記のうち国際観

光旅客税財源充当

額）      197 

[R4補]1,500 
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環境省関係 

重点要望の内容 
予算案等の状況（単位：億円） 

事項 R4 当初予算 R5 概算要求 R5 政府予算案等 

Ⅰ 海岸漂着物対策の推進〔環境生活部〕 

１ 海岸漂着物処理推進法に定める海岸漂着物対策を推進するための必要な事

業費の確保や地方負担の軽減など、国における財政措置の充実を図ること。 

２ 海岸漂着物について、引き続き外交ルートを通じ、対岸諸国に対し原因究明

と対策を強く要請すること。 

 

・海岸漂着物等地域対策推

進事業 

 

2 

[R3補]79 

 

12 

＋事項要求 

 

2 

［R4補］35 

Ⅱ 隠岐ユネスコ世界ジオパークへの支援〔環境生活部〕 

隠岐ユネスコ世界ジオパークについて、世界各地から訪れた人に、その価値が

理解されるよう、受入環境の整備を行うため、自然環境整備交付金の所要額を確

保すること。 

・自然環境整備交付金 

 

 

 

72 

 

77 

 

72 

［R4補］40 

 

Ⅲ 「国立公園満喫プロジェクト」に選定された大山隠岐国立公園への支援 

〔環境生活部〕 

１ 大山隠岐国立公園の国の直轄事業として、三瓶山山頂トイレ及び三瓶山周

回線道路（歩道）事業について、早期整備に向けて引き続き取り組むこと。 

２ 国立公園満喫プロジェクトに選定された大山隠岐国立公園の取組に対して、

引き続き支援を行うこと。 

（１）地域が魅力ある受入環境整備を図れるように、自然環境整備交付金の所要

額の確保を行うこと。 

（２）国立公園を活用した観光誘客が一層進むよう、国において民間事業者等へ

の支援の拡充や、国内外向け情報発信の強化などに取り組むこと。 

・国立公園満喫プロジェク

ト推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 

[R3補]54 

128 

＋事項要求 

132 

［R4補］57 



- 82 - 

 

Ⅳ 湖沼環境保全施策の推進〔環境生活部・農林水産部・土木部〕 

１ 宍道湖、中海の水質汚濁メカニズムの解明を進めること。 

２ 宍道湖、中海における水草等の繁茂拡大やアオコの大発生について、原因究

明及び発生抑制のために必要な調査等を行うこと。 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 再生可能エネルギー及び省エネルギーの推進〔地域振興部・環境生活部〕 

１ 各地域において脱炭素社会が実現するよう、再生可能エネルギー導入促進

や省エネルギー推進に向けた支援制度を拡充するとともに、必要な財政措置

を講じること。 

２ 風力発電等に係る許認可等の手続きにおいて、地域住民の理解を得ないま

ま設置が進むことがないよう法整備を図るとともに、地元自治体の意見が適

切に反映される仕組みを早期に構築すること。 

 

・地域脱炭素の推進のため

の交付金 

・地域再エネの最大限導入

のための地方自治体の計

画づくり支援 

・防災拠点や避難施設とな

る公共施設への再生可能

エネルギー設備等導入支

援 

 

200 

 

8 

 

 

20 

 

400 

 

50 

 

 

70 

 

350 

［R4補］50 

8 

[R4補]22 

（上記の内数） 

20 

［R4補］20 

 

Ⅵ 脱炭素化（カーボンニュートラル）への対応〔商工労働部〕 

脱炭素化の世界的な加速により、本県の基幹産業である鉄鋼・鋳造産業や自動

車関連産業をはじめ幅広い産業で、二酸化炭素の排出量削減や事業転換への対

応を求められている。事業者に対する二酸化炭素削減に資する設備投資や成長

分野への参入に向けた技術開発、事業転換などへの支援施策を拡充するととも

に、経営基盤の脆弱な中小企業が利用しやすい制度とするよう十分に配慮する

こと。 

 

 

・工場・事業場における先導

的な脱炭素化取組推進事

業 

 

37 

 

100 

 

37 

［R4補］40 
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Ⅶ 低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理〔土木部〕 

鋼製構造物の塗膜に低濃度ＰＣＢ廃棄物を含有している公共土木施設につい

て、期限内の処理を確実に行うため、塗膜の除去、処分及び再塗装等に必要な対

策費用の助成制度を国において創設すること。 

－    

Ⅷ 離島振興法の延長・拡充〔地域振興部〕 

令和４年度末に期限が到来する離島振興法を延長・拡充し、引き続き、離島に

係る総合的な対策を推進すること。 

新法においては、生活物資等の輸送コストの低廉化による物価高の是正等の、

本土との格差是正に向けた支援を拡充すること。 

－    

Ⅸ 原子力発電所の安全対策の強化等【原子力規制委員会】 

〔防災部・健康福祉部・警察本部〕 

１ 原子力安全対策 

（１）福島第一原子力発電所の事故を一刻も早く確実に収束させること。 

（２）令和３年９月１５日に原子炉設置変更が許可された島根原子力発電所２

号機について、引き続き原子力の安全規制を担う機関として安全対策に万全

を期すこと。 

また、設計及び工事計画認可の審査、保安規定変更認可の審査、原子力規

制検査についても、引き続き厳格に行うこと。 

（３）島根原子力発電所３号機について、福島第一原子力発電所事故を踏まえて

制定された新規制基準への適合性について、責任を持って厳格な審査を行

い、適切な指導を行うこと。 

また、審査結果については、県民や立地・周辺自治体にわかりやすく説明

を行うこと。 
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（４）島根原子力発電所の安全対策については、設備面での対応だけでなく、組

織・人員体制、手順、教育及び訓練といった人的な対応についても、厳格に

確認を行うこと。 

（５）中国電力が行う島根原子力発電所１号機の廃止措置の実施にあたっては、

住民の安全確保及び環境の保全の観点から、廃止措置中の適切な使用済燃料

の管理や譲渡し、廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物等の管理や処分が適

切に行われるよう、厳格に確認を行うこと。 

２ 原子力防災対策 

（１）避難計画については、訓練等を通じて継続的に確認や改善を進めることが

必要であり、国として、必要な支援・協力を行うこと。 

（２）県が計画的に進めている、避難退域時検査、緊急時モニタリング、避難所

等で必要となる資機材、安定ヨウ素剤及び円滑な避難を確保するための施設

等の整備・維持・更新等について、国は必要な財政支援を行うこと。 

（３）地方自治体の原子力安全・防災対策に従事する職員人件費など必要な経費

について財政措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＋原子力発電施設等緊急時

安全対策交付金［再掲］ 

＋原子力災害時避難円滑化

モデル実証事業［再掲］ 

＋放射線監視等交付金 

［再掲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

5 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161 

 

0 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

－ 

 

60 
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防衛省関係 

重点要望の内容 
予算案等の状況（単位：億円） 

事項 R4 当初予算 R5概算要求 R5 政府予算案等 

Ⅰ 地域住民に被害を及ぼす米軍機による飛行訓練の中止等〔防災部〕 

１ 関係機関への中止の要請等 

住民の平穏な生活を乱すような米軍機による飛行訓練が行われないよう、

米軍関係当局に対し、更に強力な対応を行うこと。 

２ 国による実態把握と実態の伝達等 

（１）飛行訓練による住民からの苦情が多い地域の実態調査を早期に実施し、客

観的なデータをもって飛行訓練の実態を明らかにするとともに、被害の解消

に向けた具体的な取組を示すこと。 

また、実態把握を速やかに行うため、地方がやむを得ず騒音測定器等を

設置する場合には、国は適切な財源措置を講じること。 

（２）現在実施されている飛行訓練の実態について、米国側において正確に認識

されるよう、引き続き地方公共団体からの要請内容や苦情件数などを米国側

に具体的に伝えること。 

３ 飛行訓練に係る情報開示 

住民の不安を軽減するため、米国側との事前調整の実態を明らかにし、訓練

予定日や訓練内容について、県や地元自治体に情報を提供すること。 

 

 

 

－ 
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４ 住民負担の軽減等 

（１）住民からの訴えや地方公共団体からの要請に対する政府の対応状況、この

対応に対する米国側の反応などについて、飛行訓練に係る政府の認識ととも

に、住民や地方公共団体に対して説明すること。 

（２）飛行訓練による騒音被害が解消されるまでの間、住民の騒音や安全性に対

する不安などを軽減するため、学校等の防音対策などの必要な措置を速やか

に講じること。 

（３）飛行訓練によって生じる負担が一部地域の住民に偏らないよう、政府にお

いて、十分調整して対応すること。 

５ 国と地方の協議 

米軍機の飛行訓練による諸問題について、引き続き、国、県及び関係市町で

協議する場を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 自衛隊輸送機の新規導入及び機種変更に伴う基地周辺対策の充実・強化等 

〔防災部〕 

１ 航空自衛隊美保基地において、配備された空中給油・輸送機ＫＣ－４６Ａの

飛行の運用にあたっては、安全運航に万全を期すこと。 

２ Ｃ－２輸送機や陸上自衛隊輸送ヘリコプターＣＨ－４７をはじめとする自

衛隊航空機について、整備点検の徹底及び安全運航に万全を期すこと。 

また、地元自治体に連絡すべき事案等が発生した場合には、速やかに情報提

供を行うとともに、地元への丁寧な説明を行うこと。 

 

 

・基地周辺対策経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,186 事項要求 1,218 
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３ 飛行の運用にあたっては、騒音に係る対策や夜間飛行訓練を極力避けるな

ど、地域住民の生活に支障が生じないよう配慮し、変更等が生じる場合は、速

やかな情報提供と協議を行うこと。 

４ 低空での飛行経路に位置する地元自治体については、生活環境の整備と地

域振興など周辺対策を充実・強化すること。 

 

 

 

Ⅲ 原子力発電所に対する武力攻撃等に備えた県内における自衛隊配備体制の充

実〔防災部〕 

島根県は、日本海を隔てて北朝鮮と隣接し、我が国の領海や排他的経済水域の

保全等において重要な役割を担う離島や長い海岸線を有する地理的状況にあり、

さらに、原子力発電所が立地している。 

こうした島根県の事情を考慮し、近隣諸国による海洋進出や北朝鮮の相次ぐ

ミサイル発射、ロシアのウクライナ侵攻など日本の安全保障環境が厳しさを増

していることから、万が一、原子力発電所に対するミサイル攻撃が行われるよう

な事態になった場合などに、迅速に対応できるよう、自衛隊による迎撃態勢及び

部隊の配備に万全を期すること。 

また、県内において、出雲駐屯地をはじめ自衛隊の配備体制の充実を図ること

や、日本海側の警戒態勢の強化に向けた自衛隊艦船の浜田港など県内への寄港

回数を増加させること。 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


